
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（４１９） 

２．日 時：令和４年１２月２日 １３時３０分～１５時３５分 

                １５時４５分～１７時２５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

天野安全管理調査官、片桐主任安全審査官、宮本主任安全審査官、 

秋本安全審査官、大塚安全審査官、小野安全審査官、 

上田審査チーム員、長江技術参与 

 

北海道電力株式会社：  

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）、他９名 

原子力事業統括部 原子力安全推進グループリーダー※、他３名 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「緊急事態宣言解除を踏まえた原子力規制委員会の対応について」（令和４年

３月９日 第７０回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施し

た。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等

対処設備）２．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備【４５条】（ＳＡ４５ ｒ．４．１） 

（２）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等

対処設備）比較表 ２．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備【４５条】（ＳＡ４５－９ ｒ．４．１） 

（３）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．２ 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等（ＳＡＴ１０

２ ｒ．４．１） 

（４）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事



 

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 比較表 １．２ 原子炉冷

却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等（Ｓ

ＡＴ１０２－９ ｒ．４．０） 

（５）泊発電所３号炉 重大事故等対策の有効性評価 ７．１．２ 全交流動力

電源喪失（ＳＡＥ７１２ ｒ．６．１） 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:04 規制庁アキモトですそれでは、本日の泊発電所 3号炉のヒアリングを始

めたいと思います。 

0:00:12 はい。それではまずは、資料の説明を、 

0:00:18 北海道電力からお願いします。 

0:00:21 はい。北海道電力の方ですけれども、まず 

0:00:25 ＳＡの有効性の評価の中でＳＢＯに関するＲＣＰのシールの特徴につい

て説明まずさせていただきます。本店の芝田の方からお願いいたしま

す。 

0:00:37 はい。北海道電力芝田です。それでは、 

0:00:41 別紙 6というふうなこと、うちでＳＢＯの資料に 1枚、追加させていた

だいて 

0:00:47 改良型塾Ｃｖについて説明を用意してございますので説明します。 

0:00:52 図面左側を従来塾シールで右側は軽かった塾生部です。 

0:00:58 耐熱Ｏリング作用によるＳＢＯ時体力向上ってことで各塗っているとこ

ろが耐熱Ｏリングなんですけども、ＳＢＯにおいて軸シール部の冷却を

創出する等 

0:01:10 ＬＩＸＩＬ部分がこうなるＣｓにさらされるんで、 

0:01:14 藤相田から諸星してるリングがあるんですけども、これが温帯環境下で

時間が経つと漏れてしまって数えに繋がると。 

0:01:25 課題熟しアカン利用型の軸Ｃではこれが環境に体力を向上させた耐熱Ｏ

リングというふうなことでシールできる時間を延ばしたことによって、 

0:01:36 シール全体としてのＳＢＯ時体力向上、 

0:01:40 を図った。改良を行っているというものですのでこれでお城かみたいな

ことになるまでの時間ををするということが長く書かれるようになった

と。 

0:01:50 いうのともう一つこれはＳＢＯとんではなくて通常運転の安定性の向上

というふうな観点で行っているんですけれども、ナンバーはシールの摺

動部分であるフェースプレートですね。ここは 

0:02:02 軸との当たる部分、頭あたりはしないんですけども軸に、駅に設置する

部分なんですけども、これを形からして 

0:02:10 ファイルを並行して大型することによって、 

0:02:13 ガイダンあってもここら変形したりとかすることで、リーク量がこう変

動したりっていうふうなことをほぼするっていうふうな特性の安定化を

図ってるっていうふうなことが、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:23 改良点というふうなことでまとめさせていただきました。 

0:02:27 説明は以上となります。 

0:02:31 はい。規制庁沖本です。これ、こちら規制庁側から確認したいというこ

とで作っていただいたんですが、 

0:02:40 ちょっと細かい話で確認したいのが、 

0:02:45 これは結局耐熱Ｏリングっていうのがあれなんですかね、従来型より。 

0:02:52 10、すみません、従来型は何度まで持つとか、そういう話っていうの

は、 

0:03:01 オープンにできる感じなんでしょうか。高温環境下っていうと、何どう

とか、そういうのをオープンにできるような感じでしょうか。 

0:03:15 配慮熟シールに対して実証試験みたいなものは行っていて 

0:03:22 こういう温度条件等で持つっていうふうなことはお示しできると思うん

ですけども従来品、改良品、どこまでいったら 

0:03:33 俺もず漏れるようになるかっていう何か究極の耐力試験みたいなものは

ちょっと持ち合わせてないんでですねそこが 

0:03:46 何時間などみたいな限界値みたいなものをちょっとご提示することはち

ょっと困難な状況でございます。 

0:03:54 規制庁秋本ですわかりました。そしたら示せる範囲で構わないので、そ

の高温環境下っていうものの 

0:04:04 スペックというか、ものは、 

0:04:08 マスキングでも構わないので、 

0:04:14 追記をしといて、 

0:04:16 していただければと思いますので、もし可能であればその試験の 

0:04:22 内容まではあれなんですけど、概要的な、 

0:04:27 ところが、 

0:04:29 わかると。 

0:04:32 理解が進むかなと思いますので、 

0:04:36 多分マスキングになるかもしれないんですけど、そこを少し補足してお

いていただければと思います。 

0:04:44 いかがでしょうか。 

0:04:47 はい。試験は以前もコメントとしていただいて次回ヒアリングでご準備

しようと思っていましたので、試験内容をこういった試験をして実施し

てますっていうふうなことは後全部しようと思います。 

0:05:00 と書いて、 

0:05:04 時期、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:05:06 についての日程リティというのは次回ヒアリングというふうにとらえて

よろしいんでしょうかそれとも、別途またヒアリング設定した方がよろ

しかったでしょうか。 

0:05:16 いや、規制庁秋本です。別に 

0:05:20 何だろう、準備ができたところでで構いまっせん。 

0:05:26 次のということになるとは思います。 

0:05:31 はい。それでは、ＭａａＳ美容師審査会合、北海道電力芝田ＳＳＢを審

査会合設定されてますがそれまでにっていうのはちょっと困難ですんで

速やかにそれを 

0:05:44 きちんと介護後速やかに資料改正してご説明したいと思います。 

0:05:48 わかりました規制庁秋本です。 

0:05:51 その他、いかがですか。 

0:05:58 気づいても長いですちょっと 

0:06:00 確認したいんですけれども、 

0:06:05 これまでの説明大飯 34と高浜。 

0:06:10 浅井 4ウエスティングハウスタイプのウェスティングがそういう実験を

やった今体制の強いルー。 

0:06:21 そのダブルキャップ運用されたと思うんですけれども、 

0:06:26 その時の資料かわりの時の漏洩量とかっていうのが書かれてて、で、 

0:06:31 それ、それで 

0:06:33 三井泊 3号機の方は三菱椎野、カエルシールっていうことで、 

0:06:40 ほぼ同じ値だったと思うんですけれども、 

0:06:43 その時に何で私が確認したかったのはその三菱がやった実験っていうの

が、基本的にはウェスティングでやったその実績、 

0:06:56 値と同程度になるような体制があるっていうことを、 

0:07:00 何ですかね、ほぼ三菱が自社であった時、試験結果っていうので 

0:07:07 説明できるっていうそういう理解でよろしいですか。 

0:07:12 はい北電芝田ですシールＬＯＣＡになった場合はもう知る関係なく、そ

れより上流の部分で漏れてくるものはすべて漏れるとしてるんであまり

シード関係ないというふうなところでございます。なんで実験で検証す

るのは、 

0:07:26 シール、ＳＢＯのような環境にさらして、どれだけ漏えいしてくるかと

いうふうなところで今の 

0:07:36 資料では、 

0:07:37 1.5 立米だと。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:07:39 落下と記憶してございますがそのあたりを担保できるような実験結果を

お示しするというふうなところかと考えてございます。 

0:07:46 通常の流れです基本的にある程度ある程度温度上昇があって、そこまで

のその体制が三菱であり、 

0:07:57 ウェスティングなりも同等かっていうそういうそういう趣旨の質問なん

ですけども。 

0:08:04 はい。結果として、北電芝田です。結果として解析に用いてる値が同等

であり、我々がこれから示そうとしているものはその解析結果を、 

0:08:16 担保できるような実験結果を提示することを考えてるんでそういった観

点では同等と言っても差し支えないかなというふうに考えてございま

す。 

0:08:25 規制庁の長井ですわかりました補足せ、説明資料でこれを追加していた

だく際に、そういう、その辺の何ですかね 

0:08:36 評価との関係でどういう取り扱いであって、それは何ていうかシール自

体の体制ということも踏まえた上で 

0:08:47 殊、なぜウエスティングハウス数と三菱のものを、自体はもう同等であ

って、かつそのＣ評価になったときの取り扱いについても、 

0:08:58 特段違う相違したような取り扱いをしていないっていうそういう理解と

いうことでよろしいですかね。 

0:09:07 はい試験についてはＳＢＯ条件を模擬して解析でやっとった。 

0:09:14 値がそ、おかしなものではないってことを検証するというふうな形であ

まりこう、 

0:09:19 御社との比較っていうふうな観点では実施してございませんが結果的に

はそういった同等性みたいなものも見ていただけるかなというふうに考

えてございます。 

0:09:29 規制庁永江ですわかりました。そしたらこれを含めた 

0:09:33 説明資料の改訂版というか、それをまたまとめてご説明していただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

0:09:44 はい。北海道電力芝田ですかしこまりました。 

0:09:52 規制庁かだけですねちょっといくつか確認させて欲しいんですけど 100

Ｄ型ＲＣＰて、泊だけでしょうか。 

0:10:09 はい。 

0:10:11 北海道電力柴田です。 

0:10:14 泊 

0:10:16 ＲＣＰＢとなってございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:10:19 経常的で下の図は従来型シールって書いてるんですけど、 

0:10:25 これってものは、ポンプは同じものでもともと、 

0:10:32 あれ、何かどっかのタイミングで交換、従来型ってのは、どういう、 

0:10:38 どっかのタイミングで交換されたとかそういうことなんでしょうか。 

0:10:43 はい 1号機はあの時、北電柴田です。12号機は従来型シールを使用して

まして、今後交換するというふうなことが考えられます。 

0:10:54 この辺で 3号は建設時より採用されているというふうに書かせていただ

きました。私は了解しました。この第 1シールの金属ブーマ丸ごとゴソ

ッと書いて後は細かい部分のＯリングを入れ替えるようなイメージでし

ょうかね。 

0:11:12 はい。大きくそういった変更となってございます。規制庁型技術力で、

この耐熱Ｏリングなんですけど、この高温でもつようにって多分材質か

なんか。 

0:11:23 はい。多分ＥＰＤＭとかだと思うんすけど材質を変えてその高温に持つ

ようになったっていう理解でよろしいでしょうか。 

0:11:34 はい材質、 

0:11:38 ちょっと 

0:11:40 材質は推定されているようなものですがちょっと 

0:11:47 変更。 

0:11:48 内容ちょっと書けるかどうか確認して次回回答させていただきたいかと

思います。形状課題ですもともと何使ってこれに変えたからこんだけ持

つようになったみたいなことをちょっと書けるかどうかちょっと検討を

お願いします。 

0:12:01 私からは以上です。 

0:12:07 奥田芝田です。了解いたしました。 

0:12:11 はい。規制庁秋本です。一応邪気この部分については規制庁から以上で

すので、またよろしくお願いします。 

0:12:19 はい。 

0:12:20 それでは、 

0:12:21 よろしいですか芝田さん。 

0:12:25 はい、かしこまりました。芝田ここで退席させていただきます。はい、

承知しました。はい。 

0:12:31 規制庁秋本ですそれではじゃあ続いて 1.2 の高圧時冷却ですかね、その

資料のご説明お願いします。 

0:12:47 では、 
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0:12:48 はい。北海道電力の藤田です。では引き続き技術技術的能力 1.2 それか

ら正常分 45 条の適合状況についてご説明させていただきます。 

0:12:58 この順番で説明させていただきたいと思います。説明は古谷からしたい

と思います。 

0:13:07 北海道電力古谷でございます。技術的能力の 1.2 への比較表を使いまし

てご説明させていただきたいと思います。 

0:13:18 比較表の 

0:13:20 下、一番最後の方にですね、比較対象プラントの設定の詳細という、 

0:13:28 資料がございます。比較表が 1－2－111 ページまでありましてそのあと

の 1枚なんですけれども、 

0:13:38 比較対象の 

0:13:41 選定の検討さ、資料を修正してございますのでまずそこをご説明したい

と思います。 

0:13:50 基準適合に関わる設計を反映するために比較するプラントとしてとしま

しては大飯 34 号を選定しまして、こちらについては、 

0:14:01 ＳＡ対策として蒸気発生器の二次側による炉心冷却手段などＢＷＲとは

ちょっと設備が大きく異なりますので多い 34 号を選定してございま

す。 

0:14:13 先行審査実績、知見を反映するために比較する対象プラントとしては女

川に大野さんを選定させていただきまして比較表による比較を、 

0:14:25 今回、しておりますので、その部分を反映しております。①番としまし

て、比較表を掲載し、 

0:14:35 先行審査時、知見を比較整理して反映してございます。ただＢＷＲ固有

の設備で対応手段と 

0:14:45 基準適合基準への適合性を網羅的に比較する観点としては方位 3453 と

比較してございます。 

0:14:56 その次のページに、 

0:14:58 添付資料まとめ資料のですね項目を整理、横並びにしまして、 

0:15:06 作成の状況整理表を作っております。これの修正部分を説明させていた

だきます。 

0:15:14 まとめ資料、真ん中辺りの泊 3号炉作成状況について比較表ですけれど

も、もともとご提示した時には比較表を作成しないということにしてお

りましたが、 

0:15:26 策、比較表を作成することにしてバツから②、主行く修正してございま

す。上の方の作成理由と、 
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0:15:37 追加することにした理由を記載してございまして、 

0:15:42 先ほど来、口頭で申した通り 

0:15:45 ＰＷＲの固有の設計に基づく対応手段になりますので、比較表は大飯

3453 との 2 円比較表を作成してございます。 

0:15:58 項目として真ん中あたりに、添付資料の 1－2の 15 解釈一覧というもの

がありますが、こちらは女川さんの審査実績を反映ということで泊とし

て解釈一覧を作成してございますので、 

0:16:14 こちらは大井さんに、はない資料になってございますので女川さんとの

2連比較を考えてございます。 

0:16:21 その下も、基本的にはＰＷＲの対応手段を説明する。 

0:16:26 紙資料にはなってございますので大井さんとの比較資料を比較表を作成

することにしてございます。 

0:16:35 その次のページの比較表の作成範囲については今口頭でご説明したこと

を反映しているものでございますので説明は割愛させていただきます。 

0:16:49 比較表に戻っていただきまして、 

0:16:55 8 月 31 日の提出ＩＩさせていただいたものから主な修正内容を、 

0:17:01 す、説明させていただきたいと思います。 

0:17:05 1－2 の 7ページをお願いいたします。 

0:17:14 1－2－7ページからは対応手段のと、設備の選定、この辺りから、 

0:17:22 説明、主な説明がこう書かれていきますんで、 

0:17:26 女川さんとの比較によって修正した部分は、黄色で、 

0:17:32 ハッチングをして、修正部分を示してございます。 

0:17:38 それから、 

0:17:41 大井さん等の翁長さんの部分を審査実績で反映した部分については大井

さんと相違が出てきます。その部分についてはそういう理由を右側に書

いてございますが、 

0:17:54 泊欄の 

0:17:57 着色についてなんですけれども、例えば 

0:18:03 1－2 の 7ページの上から 2段落目の 2行目ぐらいだと、本来は 

0:18:13 炉心の著しい損傷亡失っていう部分については、 

0:18:19 女川さんに合わせたので、泊欄はですね黒、 

0:18:23 着色をせずに苦労にする、黒文字にするというのが、当社の資金の固

定、ご提出してます比較表。 
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0:18:33 の着色のルールなんですけれども、ちょっと資料では素行を統一できて

ございませんで、申し訳ございませんこのあたりは着色くうの仕方は統

一して、修正して提出。 

0:18:48 したいというふうに考えてございます。 

0:18:52 それからですね、 

0:18:54 ＡＢＷＲの固有の設備についてはですね、女川さんのところの欄を見て

いただくと、原子炉隔離時冷却提携とかですね、高圧炉心スプレイ系の

ところについては、 

0:19:08 ＢＷＲさんの固有の設備ですので灰色でハッチングさせていただきまし

て基本的にその構文 

0:19:16 資料構成等が比較できるように工夫させていただいてございます。 

0:19:26 この辺りの灰色のハッチングについては有効性評価の、お示しした資料

と同じルールでやってございます。 

0:19:35 それからですね、江藤 1の 2－7ページの、 

0:19:43 一番下のところに（2）番の対応手段と設備の選定の結果という欄がご

ざいます。ここで 

0:19:53 高圧時冷却のですね設計基準事故対処設備である補助給水ポンプ、それ

から主蒸気逃がし弁等がありますけれども、こちらが県と基本的には故

障想定で土肥。 

0:20:06 必要な重大事故と対象設備を選定するんですけれども、 

0:20:11 これが健全であれば、重大事故等対処設備括弧設計基準拡張として用い

ますということで、ＳＡ設備の設計基準拡張という、 

0:20:21 ＢＷＲ、女川さんの審査実績を取り込んで、 

0:20:26 手順等も整備してございます。 

0:20:30 次のページの 1－2の 8ページをお願いいたします。 

0:20:36 あと設計基準拡張で用います電動補助給水ポンプ等のところの下のとこ

ろに、 

0:20:42 二次冷却設備、給水配管で給水設備配管、それから補助給水設備、配管

弁等の流路となるような配管とか弁、操作するもの、それから、 

0:20:56 スターの江藤電源設備についても、女川さんの審査実績を見ながら、電

源設備の名前もグルーピングをしながら、反映してございます。 

0:21:12 次は 14 ページ、1－2の 14 ページをお願いいたします。 

0:21:22 14 ページの真ん中少し下ぐらいにＢポツということで、サポート系故障

時の対応手段設備を記載してございます。 

0:21:33 もともと大井さんの方、 
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0:21:36 の作りと同じ、泊も同じ作りをしてございました。 

0:21:41 ただサポート系の装置の対応手段をただ羅列していただけだったんです

けれども、 

0:21:50 女川さんの資料を見ながら、括弧として、全交流電源喪失等常設直流電

源系統喪失時の対応手段、それからその次の 

0:22:02 1－2 の 16 ページ辺りには、 

0:22:07 上から括弧Ｂの復旧、復旧をする対応手段と、女川さんの審査実績に合

わせた資料構成をと。 

0:22:19 そして、対応手段を説明するような資料構成としてございます。 

0:22:26 それから、 

0:22:28 1－2 の 24 ページをお願いいたします。 

0:22:38 一番上の方から、1－2－2、重大事故等時の手順ということでここから

詳細な操作手順や手順着手の判断基準を記載してございます。 

0:22:49 フィードアンドブリーチ時冷却系のフィードアンドブリードの手順を書

いてございますけれども、この辺りからはＰＷＲの固有の提示対応手段

になってございますので、 

0:23:02 女川さんのところの記載はグレーハッチングさせていただいて基本的に

は大飯 3453 と、 

0:23:12 合わせて、し、 

0:23:15 記載しているという形にしてございます。 

0:23:20 ただ 1－2の 24 ページの 

0:23:25 一番下の方に女川さんの欄を見ますと、 

0:23:29 操作する弁の名称であったり、操作内容が、詳細に書かれていること

を、とか、 

0:23:39 確認してございますので、この辺りの情報については、 

0:23:44 1－2 の 80 ページの、 

0:23:50 1－2－80 ページをお願いいたします。 

0:23:57 左、一番右の 3、泊 3号炉の欄のところに、 

0:24:01 概略敬三図をつけてございまして、そこに衛藤。 

0:24:07 弁操作する弁、機器、 

0:24:10 2、②とかですね、付番をつけてございます。これが操作手順とひもづ

く番号になってございまして、 

0:24:20 ここの概略図のその下に、 

0:24:23 操作手順の紐づく番号と、操作対象機器、それから、操作する内容を状

態の変化というふうに記載しまして、 
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0:24:34 点、この辺りは添付書類 10 の追補になる部分ですけれども、女川さん

と記載レベルを合わせて、 

0:24:44 作成してございます。 

0:24:47 その他、タイムチャートイヤーその他の図とか表についても、女川さん

を参照にし、しながら、富谷さんの観点で図の表、図表も修正してござ

います。 

0:25:03 簡単ですが説明以上でございます。 

0:25:08 はい。規制庁秋本です。それでは、上の方からですねちょっと確認をさ

せていただければと思います。 

0:25:38 規制庁秋本です取りまとめた資料の 1ページを、 

0:25:44 見ていただいて、 

0:25:47 自主的に変更したもののところなんですけど、これも、 

0:25:53 これっていうのが、この自主的に変更っていうのが、 

0:25:58 何ていうんでしょう、いつのタイミングで、 

0:26:02 変更をされているのか教えてもらってもいいですか。 

0:26:11 北海道電力古谷でございます。 

0:26:15 変更した時期といいますかどの、いつ提出した資料から修正したものか

ということについては、 

0:26:27 上に 2017 年 3 月に一度提出させていただいた、取りまとめたまとめま

とめ資料ですね、そこから修正したものということで、 

0:26:39 2021 年、8月の、今年の 8月 31 日にご提示した資料でも、ここは修正

してございます。以上です。 

0:26:53 はい。規制庁秋本ですわカリーました。 

0:26:58 えーっと、 

0:27:00 この 

0:27:03 等は、 

0:27:04 耐震化にともないんです。 

0:27:08 ごめんなさい 2個目のポツの屋外の自主対策設備やろ過水タンクの耐震

化に伴い関連する図面等修正者なんですけど、 

0:27:20 耐震化で図面が変わるっていうのは何かどういうことなんですか場所が

変わったってことです。 

0:27:29 北海道電力古井でございます。ろ過水タンク二次系純水タンクというの

は屋外にある大型の 

0:27:38 常用で使うような純水を食べているタンクなんですけれども、内部溢水

の方の屋外の溢水評価の方で、 
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0:27:51 このこの設備については耐震化をしました。その結果ですね、 

0:27:58 形は 8基あったものが、6基に 

0:28:03 数が関わっているところとありまして、それをですね。 

0:28:11 台数が変わったもので図面を修正したということでございます。 

0:28:17 規制庁脇本ですわかりました。 

0:28:21 一応、だとすると、あれですね、ここ、もし何か、何回も聞いちゃう

と、 

0:28:28 申し訳ないので、耐震化に伴い、 

0:28:32 だから何だから、その関連する図面等を修正したって書いてくれると、 

0:28:37 わかりましたと、読めばわかるようになると思うので、ちょっとここは

少し修文していただいた方がいいかなと。 

0:28:45 はい。北海道電力古谷でございます。説明が足りませんでしたので、修

正いたします。 

0:28:53 規制庁秋本です。取りまとめた資料の 2ページなんですけど、 

0:29:03 2 ページは、 

0:29:06 10、 

0:29:07 2 個目のやつで、 

0:29:10 充填ポンプによるのところが、伊方と一緒んな相違はないですよってい

うことなんですけどこれはあれなんですよ。すいません。大井を私あん

まりちょっと勉強してないので、 

0:29:25 大井ワー 

0:29:27 単純にないっていうことなの。 

0:29:32 北海道電力古谷でございます。 

0:29:34 衛藤大井さん 4号炉さんも、充填ポンプはあるとあります。 

0:29:42 あと各社、それぞれあるんですけれども、 

0:29:48 基本的には高圧注入ポンプをＳＡ設備にしまして一次系、一次冷却系の

フィードアンドブリードを行いまして、同じように注水できる充填ポン

プを自主対策設備に、 

0:30:02 してるのは伊方さんと泊とございます。あと 

0:30:08 仙台さんや高浜 34 号のようにチャージングＳＩの場合は、ポンプが一

つで充填と、高圧注入と機能を持ってますのでそういうところには、 

0:30:22 充填工中にポンプだけを変えているプラントとかっていう形でＰＷＲの

ＰＷＲの中でも、 

0:30:30 設備によって少し違ってございます。 
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0:30:38 規制庁秋本です。わかりました。それではあと鈴、次 303 番ですね③番

で、 

0:30:46 ここはちょっとよくわかんないなと思ったんですけど一番最後の行で、

自動切換と類似したシステムであるって書いてあるじゃないですか。 

0:30:56 自動類アース類似っていうところにまずちょっとはまったんですけど、 

0:31:03 市、これはだから、泊は主導で、 

0:31:11 だけど、 

0:31:13 何でしょう。スイッチ 1個で弁当が自動で切り替わるっていう。 

0:31:18 から類似っていう、このすいません類似っていうす何かことを少し説明

してもらっていいですか。 

0:31:27 はい。 

0:31:28 口頭での説明で大変申し訳ございません大飯 34号炉さんとかですね高

浜 34 号炉さんとか関連プラントさん。 

0:31:39 というふうに記憶してございますけれども、 

0:31:43 燃料取替用水ピットという水源の水位の低下で自動で 

0:31:49 再循環運転自動で切り替わっていく、要は 

0:31:54 運転員の手動操作なく、自動で弁とか必要なポンプが起動したり、サク

ションが、ポンプの入口のサクションが切りかわったりというのが自動

で行われます。 

0:32:09 泊については、 

0:32:12 首藤の中央制御室の操作器で一つのスイッチをですね、切り換えボタン

を押すと、 

0:32:21 ンポンプの自動、必要なポンプの自動起動や弁の切り換えが自動切り換

えするので、それを高浜大井さんと比較して類似という言葉を使いまし

た。 

0:32:36 我々としてはその手動切替。 

0:32:40 というのは 

0:32:44 川内さんや玄海伊方さんはですね 

0:32:50 水源がもう切り替える弁とかの、 

0:32:54 そういう切り換えするのも、中央制御室の制御盤のスイッチで一つ一つ

切り換えていく手順になっておりまして、 

0:33:04 設備になってございましてそのあたりは、手動というふうに 

0:33:09 手動操作というふうにちょっと言葉を理解してございまして、そういう

点で、 
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0:33:18 操作スイッチ一つで、再循環運転に切り替わっていくので自動切替で、

大井さんと類似してるというようなそういう言葉の使い方をしたという

ことでございます。 

0:33:34 規制庁脇本です。一応だから、首藤は首藤っていう理解でいいんですか

ね。 

0:33:41 はいそのご理解でいいと思います手動の操作器一つ操作するというの

は、間違いございません。 

0:33:49 規制庁アキモトですなんかちなみにこれが設計思想で何かメリットデメ

リットみたいなのがあるからこうしてるんですか。 

0:34:00 北海道電力古谷でございます。泊 3号機の建設の設計の考え方としてリ

ファレンスとしては伊方 3号炉 3をリファレンスにしておりますが、 

0:34:13 泊 12 号もそうですけれども、 

0:34:16 基本的にリファレンスの伊方さんも、一つ一つの弁をですね中央から操

作スイッチを一つ一つ操作して、 

0:34:27 切り換えていくっていうのがリファレンスプラント設計だったんですけ

れども、 

0:34:34 運転員の主操作の省力化を、 

0:34:40 設計に取り込んで、 

0:34:45 一つ一つの便器機能操作スイッチでの手動切替よりも、 

0:34:50 切り換え操作一つで自動で切り替わっていく、システムを設けることに

よって、 

0:34:58 それまでのリファレンスプラントよりも省力化をしたというような考え

方でございます。 

0:35:10 規制庁アキモトです。 

0:35:12 首藤希莉。 

0:35:13 はい。ではあるものの、少しよく良くはなっているっていうりかなんで

す。 

0:35:21 理解でよろしいと思います。 

0:35:28 北海道電力の藤田ですけども、格段に良くなってると思います。1個 1

個切り換えていくと、かなり時間かかりますんで、それがボタン一つ

で、 

0:35:38 一連のシーケンスでポンポンポンポンとこう切り替わっていきますん

で、 

0:35:44 格段に泊 12 号機もその 1個 1個切り換えていく、今まだそういう手順

でやっていくんですけども、それと比べてもはるかに 
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0:35:54 流れて、スムーズに動いてきますんで、格段によくなってます。 

0:36:34 規制庁秋本です。だから、大岩完全時自動でだから泊は、少し人が介在

しますっていうところで、 

0:36:44 千田、逆にななんでその、 

0:36:47 すべてをというか、にしなかったのか、っていうのは、 

0:36:52 あれなんすかねあの人。 

0:36:54 やっぱ判断した方がいいっていうふうに、北海道電力は考えてるってい

うことですか。 

0:37:01 北海道電力でございます。 

0:37:06 燃料取替用水ピットの水、等を鋳鋼中にポンプで注水して再循環サンプ

にきちんとその水が、 

0:37:17 たまってるかどうかっていうそのサクションを切り換えた後にですね、 

0:37:22 高圧注入ポンプとか余熱除去ポンプの再循環運転するポンプがきちんと 

0:37:29 水源を確保できているかどうかっていうことを、再循環サンプの水位で

確認する手順になってるんですけれども、その 

0:37:37 燃料取替用水ピットの水位がしっかり下がっていて、注入先のその再循

環サブの水位がしっかり上がっているということを確認した上で、 

0:37:48 運転員が切り換えた方が確実にポンプを構想させることなく、切り替え

るというふうには考えた、考えているところです。 

0:38:00 規制庁秋本ですわかりました。そしたらですね設計思想みたいなのを、 

0:38:06 何ていうんでしょう。別にこれで劣ってるわけではないよっていう意図

で類似したシステムって書いていただいてると思うんですけど、何かさ

らに理由があるんであれば、 

0:38:16 そこもうちょっと追記しといていただければと思います。 

0:38:23 北海道電力でございます。了解いたしました。 

0:38:33 規制庁永江です多分おっしゃることは十分理解するんですけどねここで

ポイントになるのは、 

0:38:41 自動でその機械の信頼性で確実にその申請でもって切り替わるっていう

ものと、皆さんのように 

0:38:51 一旦人間が判断した後にその次の操作は手動で時間を短縮されたりって

いうのはあると思うんです。そこは 

0:38:58 決定的に違うところであって、やっぱり首藤は指導だと思うんですよ。

で、人間が判断するっていうことで、そういうその確認の行為が重要に

なって、過誤もあり得るっていうことだと思うんで、 
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0:39:10 類似っていうのは、ちょっと全然意味が違う話なんで、手動で判断して

切り換えて、そのあとの操作自体は、自動的に行われるっていう、 

0:39:21 その類似っていう話はちょっと混乱招くと思うんですよね。だから、そ

ういう、そういうところの正確なこの事実関係だけを書かれた方がいい

んじゃないかと思うんですけども。 

0:39:34 ご指摘ありがとうございます類似という言葉がちょっと混乱、 

0:39:38 を招いているというふうに理解いたしましたので、言葉の使い方も気を

つけながら事実、記載をして、大飯 34 号炉さんと、 

0:39:50 遜色ない手順になっているということをきちんと説明できるように、資

料を修正したいと思います。 

0:39:57 花輪ですそれ、それでよろしくお願いします。 

0:40:03 規制庁秋本ですそれで取りまとめた資料の 3ページ名。 

0:40:09 いきますと、ちょっと丸 2のところなんですけど、 

0:40:14 泊 3 号は中操のみで通常の在宅手順についても、概要図を示しているな

んですけど、 

0:40:22 これって、何でって、 

0:40:24 何んなりませんこの文字読んでて。 

0:40:28 なんで、示しているのはそれはそうなんでしょうけど、 

0:40:33 それで、なんで、 

0:40:36 そうしているんですかっていうところで説明してもらってもいいです

か。 

0:40:42 北海道電力伊礼でございます。 

0:40:46 概略図については選定してる手段については必ず必要かなというふうに

思ってございまして、大井さんと比較すると、 

0:40:58 中央制御室のみの 

0:41:02 対応手順の概略図が大井さんになかったものでこういう記載をしてしま

ったんですけれども、基本的にはその 

0:41:10 対応手段として選定したものに対しての、説明する事項として、概略図

は当然必要だというふうに考えて言えておりますので、 

0:41:20 この辺りは少し説明を補足を追加したいとござ、考えております。 

0:41:28 わかりました。読んでわかるようになってれば我々も読みますので。は

い、わかりました。で、あと③番なんですけど、 

0:41:37 ③番は、 

0:41:42 ＰＷ、 

0:41:46 これはだから何だっけなえーっとですね。 
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0:41:51 だから、ＰＷＲ先行プラント層位なしなんですけど、これは、 

0:41:57 何て言うんでしょう、どういう意図でしょうか。 

0:42:02 大岩。 

0:42:03 ないけど、 

0:42:05 ていうことなのかな、何て言うんでしょう、どっか明示的に発電所リフ

ァレンスプラントというか、があるっていう感じなんですか。 

0:42:17 北海道電力古屋でございますと有効性評価。 

0:42:22 ＳＢＯシールＬＯＣＡでですね。 

0:42:28 主蒸気逃がし弁を現場で開ける。 

0:42:32 という操作については、フィーダＶｒすべてす。 

0:42:37 プラントでその対応手段で有効性評価してございますので、これは全プ

ラントということになります。 

0:42:44 はい。以上です。 

0:42:47 じゃあ木本にそれで、上の部分はなおより前が泊独自だっていうことで

すか。 

0:42:56 保険の電力 0でございます。上の部分のＳＢＯで大破断ＬＯＣＡが発生

するような事象というのは、 

0:43:06 有効性評価で説明することになります格納容器の過圧破損、 

0:43:14 シーケンスになります。 

0:43:16 この時に泊としては、 

0:43:20 所長機関数、 

0:43:23 という主蒸気管という太い配管の 

0:43:27 ＣＶ貫通部がありましてその中の環境が、 

0:43:31 炉心損傷するような事故シナリオでは環境が悪化しますので、主蒸気逃

がし弁の現場手動操作をさせないように、手順着手の判断を 

0:43:42 明記してございます。 

0:43:48 ＣＶ過圧破損のシナリオで、主蒸気逃がし弁の現場操作を 

0:43:54 タイムチャート等に書いてないプラントとしましては、伊方の 3、 

0:44:00 とかですね、九州電力さんの、 

0:44:04 川内さんとか玄海さんもそうだったと記憶してございまして、 

0:44:09 ただ江藤関電さんのプラントでは、実際には現場に行かせないと私のす

いません想像ですけれども 

0:44:22 タイムチャ等の方に主蒸気逃がし弁の現場操作が書かれてある。 

0:44:28 部分もあったので 

0:44:31 基本的にＳＢＯ大ＬＯＣＡで主蒸気逃がし弁。 
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0:44:36 の現場に行かない。タイムチャートになっているのは、伊方さんや九州

さんの電力でございましたのでそこは、 

0:44:45 泊も先行と同じなのかなというふうに考えております。 

0:44:50 規制庁秋本です。わかりました。じゃあ、先行例があるっていうことな

んですね。なお書き前も、 

0:44:58 はい。その通りでございまして、そのあたりも説明を追加したいと思っ

ておりますすいません。規制庁秋元ですちょっと我々も効率化のため

に、 

0:45:10 差分をまずは理解した上でそこについて議論をする必要があるのかどう

かっていうところをポイントで見私は見ているので、 

0:45:22 先行例があるんであれば、それ書いといていただくと、数効率的かと思

うので、お願いします。 

0:45:37 規制庁アキモトです後は取りまとめた資料の 4ページの、 

0:45:41 ④番も、ここも 

0:45:45 具体的な操作手順を記載している箇所で直接リンクさせる記載としてい

るっていうところが、事実は、わかりそうですねっていうことで、 

0:45:56 理由はっていう欄なので、 

0:45:59 多分あれですかこれは、女川とかの、 

0:46:03 反映とか、 

0:46:08 あと北海道電力古谷でございます。 

0:46:12 この辺りの詳細な 

0:46:16 手順、 

0:46:17 番号のですね、ところまでリンクさせてるのは、この泊としては統一し

ている記載なんですけれども、 

0:46:25 フェイス、 

0:46:26 まずそういう理由が少し足りない部分が、全般的にあると思ってますの

でこの辺りも少し 

0:46:34 そういう理由をしっかり書いた上で、水溶性修正したいと思います。は

い。 

0:46:44 はい。北海道電力布田ですできるだけわかりやすく、衛藤。 

0:46:51 探させない資料、少しでも等が考えてございます以上です。 

0:46:58 規制庁秋本ですわかりました可能な限り理解をした上でヒアリングに臨

もうと思っているので理由があるんであれば、もう書いといてもらえれ

ばと思いますと。 

0:47:11 はい。 
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0:47:12 それで大体差分のところは、今のところで理解をしましたと。で、具体

的な比較表入っていただいて、 

0:47:23 まずは 1、1枚目の 

0:47:27 何て言うんでしょう。凡例なんですけど、設備の方にはちょっとちゃん

と書いていただいてるんですが灰色の理由っていうのを、一応手順も同

じ。 

0:47:39 かとは思うので、 

0:47:42 一応、1、ヘッダーのところに入れといていただければと思います。 

0:47:52 少々お待ちください。 

0:48:02 グレー、灰色ハッチングの判例について、明示してませんでしたので、 

0:48:09 合わせて記載したいと思います以上です。 

0:48:14 規制庁秋本です。あと中身を見ていけばずっとわかるのかもしれないん

ですけど目次ベースで見てたところのＣポツの括弧Ｂなんですけど、

市、 

0:48:26 女川に自主対策設備ってあって、穴井なんてとそういう単純なことなん

ですけどここは何かあれなんでしたっけ。中身見ればいいかもしれない

んですけど中瀬次長は、 

0:48:37 ここでは登場しないっていう感じなんですか。 

0:48:41 北海道電力古谷です。こちらの詳細な 

0:48:47 手順はですね、 

0:48:51 設備名、 

0:48:53 少々お待ちください。 

0:48:58 比較表の 1－2の 20 ページをお願いいたします。 

0:49:08 今の 

0:49:11 大井さんと同じ設備になりますけれども、一次冷却系の保有水の監視計

器として加圧器水位それから、 

0:49:19 二次冷却系の保有水の監視計器として、蒸気発生器の水頭補助給水流量

補助給水ピット水がございまして、これらはすべて下にも書いてます

が、重大事故等対象設備として選定してございますので、 

0:49:35 自主性、自主対策設備は、なすということで整理してございます。以上

です。規制庁秋本です。わかりました。はい。 

0:49:44 で、目次ベースはそんなところで大丈夫で、1－2の 5ページですね。 

0:49:53 あんまり色を分けて、そんなにぎちぎちやるつもりももちろんないんで

すが、一応色を分けて多分 
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0:50:03 皆さんがチェックするときにもう少し気になる、気になんていうんでし

ょうか。 

0:50:09 気づけるポイントになるかもしれないので、 

0:50:14 私としては社内のやつはちゃんとやった方がいいんじゃないかなってい

う気もしないでもないんですけど、ちなみにその 1－2の 5ページで、

真ん中ぐらいに、 

0:50:23 大井が、十分な期間のところに※あんじゃあるじゃないですか、これが

緑になってて、何でだって思った。 

0:50:33 んですが、 

0:50:34 でも右も左も変わりもないのになあと思って、 

0:50:38 何て言うんでしょうか。だからこれ、これは何て言ったらいいんだろ

う。緑は何かいいとかあるんでしょうか。 

0:50:46 北海道電力古谷でございます。申し訳ございません誤植といいますか、

の動きでございますが、大変申し訳ございません。 

0:50:54 規制庁脇本別に、そんなにすごい謝って欲しいと。ではないので大丈夫

なんですけど 

0:51:00 何ていうんでしょうこれ比較表別にそんなに詰めるつもりはないので、

いいんですけど社内でのチェックでつく使えるかなとは思うので、より

よくしていただくのは全然いいかなと思うので、そういう 

0:51:14 そこら辺もしっかり見ていただいた方がいいのかなっていうところです

と、 

0:51:19 7 ページのところなんですけど、 

0:51:24 はい。 

0:51:28 すいません規制庁長江ですけど 

0:51:31 この 1－2－1ページの先ほどの 

0:51:34 重大事故対象設備の話なんですけど、目次のベースでいくとね 

0:51:41 1 人 1 ポツ 2ポツ 1のポツで、括弧ＡＢＣＤで、その重大事故対策設備

等自主対策。 

0:51:50 はい、対策設備ってのがあってＢポツのサポート系の方の話になってや

っぱり括弧Ｃで、重大事故対処設備と自主対策設備があって、そのシー

トの監視、 

0:52:01 及び制御対応のところにも、 

0:52:04 やっぱりその並びでいくと、そのＣポツの括弧Ｂのところに、重大事故

対象設備、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:52:12 自治対策設備があって、重大対策する時はこれこれで、自主対策設備は

ないって書くのが何ていうかな、バランス。 

0:52:22 ていうか、その中身の整合性の話としてあるんじゃないかと思うんです

けど、そのそういう考え方いかがですか。 

0:52:32 はい。北海道電力例でございます。 

0:52:37 これまでの間のＰＷＲの作り、 

0:52:40 としてはこの形と理解してございますけれども、少し女川さんの審査実

績とちょっともう少し分析させていただいて、 

0:52:52 必要かどうか少し検討させていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

0:52:58 わかりましたそしたら、ちょっと検討していただいてその連絡整合性と

か、バランスってのを考えていただいて判断していただいて、 

0:53:08 いただければ結構です。はい。 

0:53:15 規制庁秋本ですそれは他条文とかの横並びもあるかと思うので、これだ

け飛び抜けないように、注意していただければと思いますと。 

0:53:26 で、という 7.1－2－7ページですね。 

0:53:30 これも少し日本ＧＯＴＨＩＣなんですけど、 

0:53:37 （2）ごめんなさい、（2）ですね一番下の方の、 

0:53:41 積基準事故対象設備である補助給水ポンプ補助給水ピット並びにってあ

るじゃないですか。 

0:53:49 これは何か皆さん並びに及びは気をつけていらっしゃるようなので、 

0:53:55 並びに行って、これはここで使い方合ってる感じですか。 

0:54:00 北海道電力古家でございます。横並びですのでこれは及びが適切だと思

いますので修正させていただきます。規制庁秋本です。わかりました。 

0:54:09 そういった観点も含めて、社内で多分チェックができるはずだと思うの

で、 

0:54:17 最終段階前までには、 

0:54:20 そういうところも見るようにしておいていただければと思いますので、 

0:54:25 1－2 の 9ページですと、 

0:54:28 9 ページは、ここの、ちょっと女川と比較するのが適切じゃないかもし

れないんですけど、 

0:54:39 一次冷却系のフィードアンドブリードのところは、 

0:54:47 人力のところがなぜＨパックのところから抜けているのは、 

0:54:54 これは人力が単純にないからっていうことなんでしょうか。 

0:55:01 北海道電力古谷でございます。 
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0:55:03 Ｈパックの現場手動操作は直流電動弁を現場であければ起動できるとい

う設備になってございますが、フィードアンドブリードについては高圧

注入ポンプを交流でですね、 

0:55:17 モーター機能のポンプということもありますし、 

0:55:21 加圧器逃がし弁はＣＶ内の空気作動弁ということもありまして、現場手

動 

0:55:28 操作はちょっとできない設備になってございます。 

0:55:34 規制庁秋本ですわかりました。 

0:55:36 それで、 

0:55:38 あとは手順の方はもう、 

0:55:42 そんなないんですが、15 ページ行っていただいて、 

0:55:51 タービン動補助給水ポンプの現場手動操作による蒸気発生器系の注水の

ところで、 

0:55:59 ところで、一番最初のところでタービン動補助給水ポンプで、現場主括

弧酒造現場手動操作っていうのが、 

0:56:08 なくなって、 

0:56:11 なくなっているっていうわけじゃないすかね。なんか、 

0:56:14 消し、大井と比較しているだけなんですけど。 

0:56:18 ここは、 

0:56:21 ない方で、泊は統一していくっていうことでいいんですか。 

0:56:28 当北海道電力古谷でございます。 

0:56:31 大井さんの設備名称のようにカッコ現場手動操作っていうのがついてい

た。 

0:56:38 ものを、泊はもともとあったんですけれども、それを 

0:56:43 設備名称はタービンの補助給水ポンプですので、設計基準拡張の設備に

なりますんでここは 

0:56:53 小野川さんを見て、現場での人力キーでの起動操作ではあるけれども、

設備名称に修正したというものでございます。 

0:57:05 規制庁気持ちす。それは全然それで、それでも構わないですし大井みた

いなやり方ももちろんあるとは思うんですけど、 

0:57:15 資料全体で統一がされているかどうかはチェックをしといてくださいよ

というのは、多分有効性評価とかも関係してくるかとは思うので、 

0:57:29 同じ並びになっているかどうかは、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:57:33 チェックしていただければと思います。北海道電力古谷でございます。

了解いたしました技術的能力、それからＳＡの設備の方で使用している

設備名称当然 

0:57:47 有効性評価が関係する条文の資料でも展開していきますし、設計基準各

社の整理もですね、有効性評価の方にはきちんと 

0:57:56 反映していかなければならないというふうに考えてございますので、他

条文との横並び 

0:58:02 反映して参ります以上です。 

0:58:13 規制庁アキモトでそれで 18 ページです。18ページは、 

0:58:23 これはですねえ。 

0:58:37 規制庁アキモトです。その 18 ページの 2パラ目というかですね主蒸気

逃し弁から始まるパラなんですけど、 

0:58:46 これが、 

0:58:48 主蒸気逃し弁蒸気発生器二次冷却設備主蒸気排設備配管は、 

0:58:56 現場に置いて迅速性、人力操作することによる操作の確実性を有するた

め、 

0:59:06 これが配管は、 

0:59:10 人力での操作の確実性を有するってちょっと読めたんですけど。 

0:59:18 何ていうんでしょうこれはどこ、どこまで。 

0:59:22 書くべきなのかがちょっとよくわからなくなっちゃった。 

0:59:27 ですけど、 

0:59:29 います。 

0:59:30 はい。北海道電力古屋でございます。 

0:59:34 もともと大井さんと同じように、主蒸気逃がし弁のみを書いておりまし

たので、鈴木逃がし弁に対して、 

0:59:44 首空気ボンベを接続するのと同等以上の作業の確実性がありますという

ことを記載していた文章なんですけれども、 

0:59:53 設備の選定として、流路となる設備も、今回、女川さんの審査実績で含

めたことで、単純にここに入れてしまいまして文章が、 

1:00:07 成立しなくなってございました。申し訳ございませんこの辺りは適正化

して、基本的には主蒸気逃がし弁に対する説明が、その下のボンベと同

等以上というような記載になりますので、 

1:00:22 はい、修正させていただきます。申し訳ございません。地域成長脇本ち

なみにあれですかねこれは女川とかも、ここまでは書いてないですよ

ね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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1:00:34 何ていうんでしょう。流量流路まで書くようにしここの部分について、

流量まで書くようにはなってませんよね。あんななってましたっけ。 

1:00:44 当北海道電力古谷でございます。 

1:00:47 女川さんも少し左斜め上に、 

1:00:53 何々経営で使用する設備のうち、これこれは重大事故等対象設備として

位置づけるという文章なんですけれども、この主蒸気逃がし弁の現場手

動操作の部分は大井さんを少し 

1:01:08 参考にして作成しているところもあって、文章が読みにくいものになっ

てございました基本的には、何々に使用する設備は、 

1:01:19 重大事故等対処設備として位置づけるという一つの文書部分構文になっ

てございますので、ちょっと 

1:01:28 きちんと文章にするように、すいません。気をつけて修正いたします。

申し訳ございません。 

1:01:34 気づいて秋本ですわかりました何か意図があったのかどうかが少しわか

らなかっただけなので、 

1:01:41 操作の弁でっていう対応になるかなっていう感じですかねそれ何て言う

んでしょう。 

1:01:51 単純に入れ込むっていう作業を 

1:01:54 やらないように、文章として整理するようにしていただきたいというと

ころです。 

1:02:02 北海道電力古家でございます。了解いたしました。 

1:02:10 規制庁脇本です。で、19 ページですね、19 ページは、何ていうんでし

ょう。さっきのやつって、もう 1回全部通して、同じようにない、変な

ところが、 

1:02:24 ないかどうかは、チェックするようにしてください。 

1:02:27 19 ページのところは、 

1:02:33 何かあれなんですよねこれ。 

1:02:35 これは、 

1:02:37 一応ＧＣ、 

1:02:42 本店で始まるところで、何かの設備っていうのを、 

1:02:47 地震の理由を書いてもらう時のタイトルに、 

1:02:52 自習の設備を全部列挙するっていうか、何て言うんでしょうこれ。 

1:02:59 何か、いやすごい増えてるっていうだけなんですけどこれ、これは系統

って書けなかったからみたいな感じですか。 

1:03:12 北海道電力古谷でございます。 
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1:03:16 主蒸気逃がし弁から非常用直流電源設備まで、基本的にこの 

1:03:23 空気ボンベを照射手段として使用する設備をすべて列挙して、その上で 

1:03:31 自主対策、 

1:03:34 設備の手段として使用するものをすべて書いたんですけれども、 

1:03:50 衛藤そうですね。 

1:03:53 少し女川さんの状況が 

1:03:58 ちょっと分析が足りないかもしれませんので、 

1:04:01 ちょっと、女川さんをもう少し見た上で、 

1:04:06 適切な記載をする、少し検討したいと思います。申し訳ございません。 

1:04:11 規制庁沖本です。わかりました。なんか女川もすごくシンプルに書いて

るところだなってちょっと思ったので、 

1:04:18 何か 

1:04:20 どこまで書いたらいいのかもちょっとわからないところではあるのです

が、だからもしかしたら、この泊の記載が正解かもしれないんですけ

ど、横並び見つつ、 

1:04:31 ちょっとそこも見といていただければというところですかね。はい。 

1:04:37 し、これはちょっと中身の話なんですが、2個目の点の、 

1:04:43 補機冷却水を通水するまで、約 44時間 30 分を有すようするかってとこ

ろなんですけど、 

1:04:53 これは、 

1:04:56 電算と整合を図ってこういう書き方をしているということなんですけ

ど、結論は、 

1:05:03 多いと。 

1:05:05 結局、二次側による炉心冷却、二次側による、人類客必要数となるまで

には間に合わないっていうことを、 

1:05:14 言いたいっていうことでいいんですかね。 

1:05:18 当北海道電力フラグございますその通りです。全交流電源、大井さんの

記載のですね、 

1:05:26 全交流電源喪失して、 

1:05:31 例えばこの補助、 

1:05:36 そして二次系の冷却はすぐ主蒸気逃がし弁で、30 分後には開放しなけれ

ばならないんですけれども、そこまでには間に合わないということも含

んで、 

1:05:49 4 時間 30 分が間に合わないということで記載敷いております。 
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1:05:55 規制庁秋本ですそう。何分までにやればいいんだろうってちょっと、こ

れを見て思ったんですが、だから 30 分なんですね。 

1:06:10 何かあれですかねそういった時の公文っていうのが、 

1:06:15 女川にあるんであればそれを生かしてくるっていう手は一つあるかなと

は思ったんですけど。 

1:06:21 これが何、何て言うんでしょう。もう少し、 

1:06:25 わかりやすくするか、或いは高そっか、1.3 を見てみたら、 

1:06:30 もしかしたらしっかり作るのかもしれないんですけど、それが、 

1:06:35 4 時間 30 分要するんだけど、 

1:06:38 それっていうのは、結局必要となる。 

1:06:41 までには間に合わないっていう言い方が、 

1:06:44 できるんだったらその方が読みやすいかなっていう感じですかねちょっ

と、 

1:06:49 何か読みやすくなってれば、 

1:06:53 良いかなとは思うので、ちょっと工夫ができたら、工夫してもらっても

いいですか。 

1:06:58 はい。北海道電力古谷でございます。女川さんで、同じような記載がな

いかを少し確認させていただきますそれから結果大井さんと合わせるこ

とがいいのかも含めてですね、記載の適正化をしたいと思います。以上

です。 

1:07:17 規制庁秋元です。で、21 ページです。21 ページはですね、今日なんで

ちょっとチェックの話をちょっと聞いたかっていうと、 

1:07:29 複数の人で見てんのかなって思ったからだけなんですけど、今までのと

ころも記載っていうのあったんですけど 

1:07:37 21 ページで、 

1:07:40 何か変だなって。 

1:07:42 思いませんっていう質問したら、1例なんですか。 

1:07:47 以上の方なんですけど、重大事故等対処設備を用いて原子炉圧力容器内

の水位で変えて、 

1:07:57 で、 

1:07:59 あれですね、Ｐ、ＰⅡが泊は、 

1:08:02 Ｐの原子炉容器にしてるんでしたっけ。 

1:08:08 はい。北海道電力李でございます。 

1:08:11 原子炉用、ＰＷＲでは原子炉容器という設備名称になってございます。 

1:08:20 原子炉圧力容器内のすいいという、 
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1:08:26 少し 

1:08:28 圧力が入ってる部分、 

1:08:31 ちょっと見直し他条文との整合も含めて少し 

1:08:38 確認をして修正したいと思います。 

1:08:42 規制庁秋本です何て言うんでしょう。お伝えしたかったのはこれ、1回

読めば誰でも築ける。 

1:08:49 と思うので、本当に 1回でも読んだんですかって思っちゃうんですね。 

1:08:55 なので、 

1:08:57 別に担当者の方は頑張って作っているんで、ちゃんとチェックする人が

機能してない可能性があるので、そこは要注意。 

1:09:07 ていうことは、ご認識いただければと思います。 

1:09:12 北海道電力の藤田です。申し訳ありません。 

1:09:16 しっかり見えてなかったとちょっと反省してます。 

1:09:22 規制庁秋本ですそれで 1－2 の 24 ページなんですけど、 

1:09:28 24 ページは、 

1:09:32 えっとですね、赤字のところなんですけど、赤字ワー 

1:09:36 あそうか、これさっきのやつですね。 

1:09:39 わかりました。これさっき聞いたので大丈夫です。 

1:09:51 規制庁秋本です。27 ページのところで、 

1:09:56 （2）の発電用原子炉の冷却化、 

1:10:00 すいません二次側によるですＳＧ二次側で、括弧Ｂの操作手順で、 

1:10:08 ここを読んでいて気になったのは、通常の運転操作により対応するなん

ですけど、 

1:10:14 これは大井とあわせ、 

1:10:17 ではあるのかなと思いつつ、これＢＷＲって、こういう書き方ってあり

ますか。 

1:10:29 北海道電力古谷でございます。 

1:10:35 この 1.2 を見る限りは、女川さんにはそういうのはなかったかなという

ふうに思っております。 

1:10:43 ますせ、その自主対策設備のその選定の仕方た。 

1:10:49 ＰＷＲんで合わせた選定の仕方もしてもおりますので、その電動主給水

ポンプっていうのは 

1:10:59 通常のプラントの発電する時に必要な蒸気発生器へ給水する主形成ポン

プなんですけれども、 
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1:11:11 本当のその通常運転時位でも過ごせるポンプですので、尾野大井さんを

参考にこの記載で 

1:11:22 作成してございます。 

1:11:24 規制庁秋本です。わかりましたそれで 20名。そうすると、その 27 ペー

ジの一番上のところの、一時、 

1:11:32 冷却系のフィードアンドブリードなんですけど、これは、 

1:11:37 それでは、 

1:11:38 1 名で 5分以内っていう記載があって、 

1:11:43 だけど、何ていうんでしょう 

1:11:46 何、何名で何分以内っていうふうなの構文かなって。 

1:11:51 思ってはいたんですけど、それは、 

1:11:54 （2）の方では、 

1:11:56 書きづらいっていうことなんすかね。 

1:12:00 北海道電力古谷でございます。 

1:12:05 このように（2）の（ア）（2）の電動主給水ポンプのですね時間が書い

てないものについては、 

1:12:15 大井さんと合わせておりまして、ちょっと目次に少し戻っていただき、 

1:12:23 目次に戻っていただきたいんですけれども、 

1:12:30 1－2 の 4ページ。 

1:12:34 2、 

1:12:35 お願いいたします。 

1:12:38 添付資料でですね、大井さんでいくと、1－2－9、我々でいくと、1－2

－13 という添付資料がございまして、 

1:12:49 その通常の運転操作手順概要の一覧という資料を大井さんが作ってござ

いまして我々もこれを作っております 

1:12:59 電動注水ポンプのような、通常の運転操作のものを一覧化しまして、要

員と、 

1:13:07 時間をまとめた資料になってございまして今回、 

1:13:12 ヒアリングとしてご提示した資料にはその添付資料をつけてございませ

ん申し訳ございません最終的には、添付資料もつけた上でご提出したい

なというふうに思っ 

1:13:26 以上です。 

1:13:35 北海道電力古谷です 8月 31 日にご提出した資料には 

1:13:43 添付資料がありまして、 

1:13:45 その中には、 
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1:13:47 電動主給水ポンプの操作要員の人数と時間を記載してございます。以上

です。 

1:14:00 今回論、北海道電力の藤田です。論点整理のスケジュールで何度かお示

しさせていただいてるんですけども、まずは本文側を、 

1:14:10 をご説明させていただきたいということで、はい。 

1:14:14 以上です。 

1:14:15 規制庁秋本ですわかりました。じゃあ、とついたときに、見れば、別に

人と、 

1:14:22 がわかるっていうことなんだということで理解しました。はい。 

1:14:29 で、 

1:14:31 それで、 

1:14:33 えっとですね 28ページは、 

1:14:45 手順着手のところなんですが、そっか。 

1:14:50 すいません。29ページですね、29 ページで、 

1:14:55 操作の成立性なんですけど、これも記載だけなんですが、 

1:14:59 1 時間以内で可能であるって書いてあるじゃないですか。これＢＷＲっ

て、確か何か 

1:15:07 ちょっと議論があったのか。 

1:15:10 忘れてしまいましたけど何か分で統一を、 

1:15:13 スルー。 

1:15:15 ような感じで、 

1:15:17 書いていたんなんか、300 分だとかですね。 

1:15:21 長い時間もなんかそう書いてたような気がしてたんですけど、そこは何

か分析されてます。 

1:15:28 北海道電力フレアデス申し訳ございません。 

1:15:32 そうご指摘されれば、そうだったなというふうに今、 

1:15:37 思いまして、 

1:15:40 センコーさんの審査の状況も少しぼっちが足りなかったなというふうに

思いますそのあたり確認をして、適切に反映したいと思います。以上で

す。 

1:15:52 規制庁秋本です。何かちょっと前もってあれなんですけど、 

1:15:57 ああそうですか。いいです。わかりました。ちょっと横並びも見つつ、

そういったところも注意していただければというところですので、 

1:16:08 29 ページのシートⅡは、 
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1:16:11 海水を用いた考え方大型送水ポンプ車によるっていうふうに書いてあっ

てで、これはあれなんすかねちょっとよくわかってなかったんですけ

ど、いきなり海水に、 

1:16:26 なっちゃう感じなんですか。 

1:16:29 淡水というか、他のものって挟まない他のものっつうか、 

1:16:34 可搬型大型送水ポンプ車はもう海水だけでしょ。 

1:16:40 あと北海道電力古谷でございます。 

1:16:43 この手段については、可搬型大型送水ポンプ車でそのまま単成下階性を

修正して蒸気発生器に直接ですね、注水する手段になっておりますの

で、 

1:16:56 このあたりのその制限の考え方なんですけれども、 

1:17:01 比較表の 1－2の、 

1:17:05 35 ページ。 

1:17:08 の、下の方の、 

1:17:11 赤文字になっておるんですけれども、 

1:17:15 （4）の重大事故等時の対応手段の選択のその下の、 

1:17:24 可搬型大型送水ポンプ車による蒸気発生器への注水のための水源はとい

う出だしの、 

1:17:31 文章がありますで、ここで、注水の中断が発生しないようにどうしても

その淡水を先に使うと。 

1:17:39 水源がいうゲインで、 

1:17:43 枯渇してしまうので、 

1:17:46 直接その蒸気発生器或いはその原子炉、格納容器この辺りの直接ＩＩ的

にその注水する。 

1:17:57 手段については、海水を優先して使用するというような考え方がありま

して、説明としてはここに記載をしてございます。以上です。 

1:18:10 規制庁秋本です。わかりました。じゃあ、海水が先だからってことです

ね。はい。わかりましたんで、これのすいません、29 ページ戻っていた

だい 1ポツの、 

1:18:23 営農手順着手の判断基準なんですけど、 

1:18:26 これがー。 

1:18:30 前のやつと同じ前のやつって言い方しちゃうとよくないと思うんすけど

なんかどれだ。 

1:18:43 同じでもないんですね。 

1:18:47 そう。 
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1:18:48 ＢポツのＳＧ直接給水用高圧ポンプによるのとは、 

1:18:55 一応ちょっとわかんない。 

1:18:59 人は書いてあるけど、 

1:19:01 ちょっと、要はですね何が気になったかというと、 

1:19:08 ここって順番はあんまり意識しないような感じ。 

1:19:14 ですか、この手順着手の判断基準。 

1:19:18 で、ＳＧ直接、 

1:19:21 本分高圧ポンプが使えない時とか、 

1:19:26 ていうのは、 

1:19:28 ここには、 

1:19:30 入ってこないで、 

1:19:33 ていう感じなんですかね。 

1:19:35 当北海道電力古谷でございます。 

1:19:38 手順着手の判断基準については補助給水ポンプというＤＢ設備を保証し

たら手順着手をします。 

1:19:47 次ページの 30 ページのところの、手順として⑧番というのがございま

して、 

1:19:57 可搬型設備ですので時間がかかるので、まず着手をして、要員が当然い

れば、準備します。それで、その他の注水手段が喪失していれば、修正

を開始するというそういう使い方でございます。 

1:20:13 規制庁秋本です。わかりましたじゃもうとりあえずあのもう着手だけは

しちゃうっていうことですねはい、理解しました。はい。北海道電力で

すね。すいません衛藤 1の 2－94 ページの、 

1:20:28 対応フローを載せている資料がありまして少し後、薄くて大変見づらい

んですけれども、 

1:20:39 まとめ資料の 1－2－94 ページのウ、 

1:20:44 エと上から、 

1:20:48 点線がこう横に伸びて、ちょっとお待ちください。 

1:21:09 北海道電力古谷でございますすいませんまとめ資料の様の方が見やすい

ので 1－2の 88 ページをお願いいたします。 

1:21:21 上から補助給水流量が 80 立米未満ということで、これで補助給水系が

使えないというのを確認しまして、 

1:21:32 そのあと右側に点線で引いております。これが凡例にも書いてますが、

準備ということで示してございまして、まずは送水ポンプ車の準備をい

たしまして、 
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1:21:44 左側の注水するポンプたちが使えないというふうに脳で飛んできて初め

て注水するということでここでフロー図で示してございます。 

1:21:55 以上です。規制庁秋本ですよくわかりました。ありがとうございます。 

1:21:59 それで、 

1:22:03 と、 

1:22:04 1－2－31 ページですね。 

1:22:08 31 ページを、 

1:22:14 これはあれなんですね 

1:22:17 これがあれなのかなあ。 

1:22:21 あれか。はいはい。 

1:22:28 操作の成立性のところなんですけど、 

1:22:34 ＳＧへの注水開始まで 5時間 20 分以内。 

1:22:39 って書いてあって、 

1:22:41 大岩 110 分だから、単純にその右と左であれ、全然時間が違うなって思

っただけなんですけど、これが、 

1:22:50 これは、 

1:22:51 何。 

1:22:52 あれでしたっけな、なんでこんな変わってるんでしょうけど、 

1:22:57 と北海道電力古谷でございます。 

1:22:59 大井さんの設備については衛藤設備名称が書いてるのが 1－2－20。 

1:23:07 9 ページに、 

1:23:11 ｂポツのところに書いてあるのが蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ電動

と書いてあるのこれが設備になってるんですけれども、 

1:23:22 一応同じ可搬設備、 

1:23:27 として、横並びにしたんですけれども、 

1:23:30 大井さんの設備でいくと 

1:23:34 水源が復水ピットということで我々に補助給水ピット、屋内の水源を使

う。 

1:23:41 もので、我々でいくとそ可搬型のポンプ車を、海野修水源まで持ってい

きまして準備するという、その単純にその設備が結構大きく違いまし

て、時間も違うというものでございます。 

1:23:55 他条文、他の審査項目として例えば水源とかでいくと、 

1:24:02 我々の大型送水ポンプ車と同等の同じようなポンプ車で大井さんも送水

車というものを使うんですけども、そういうところは、 
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1:24:14 同等の作業時間になるのかなというふうに思ってんですけどすいません

ここの、 

1:24:18 1.2 はその設備がないんで、ここは、設備の違いで、 

1:24:23 時間が大きく違うものというふうに理解してます。以上です。 

1:24:29 規制庁秋本です。カリーました。 

1:24:34 そうすると、 

1:24:43 今のこの大井と同じ。 

1:24:48 ように、 

1:24:49 復水 

1:24:51 1 から、 

1:24:53 補助給水ピットからやるものっていうのは、 

1:24:57 あるんじゃないんでしょうか。 

1:25:02 北海道電力古谷でございます。そういう意味ではですね、ＳＧの直接給

水用高圧ポンプが、補助給水ピットを制限して注水します。それは、 

1:25:16 1－2 の 29 ページでお示しした通り 1時間以内ということなので、60 分

と、1、100 分で 110 分ですので 

1:25:26 同じぐらいかなというふうに、 

1:25:28 思います。 

1:25:30 以上です。 

1:25:38 規制庁秋本です。何となく、だから歩補助給水ピット 2、 

1:25:47 対する手当が、 

1:25:50 何て言ったら、あんまり言い方よくないし、1枚足りないっていう理解

ですか。 

1:25:55 そう。そう理解しちゃまずいんですか。 

1:25:58 1 枚足りないって言い方しちゃいけないのかもしれないすけど。 

1:26:01 そういうわけでもないですか。 

1:26:04 すぐ海水に。 

1:26:06 行かなきゃいけないってことですよね。 

1:26:09 そうでもない。 

1:26:11 当北海道電力古谷でございます。 

1:26:16 大井さんの手段でいくと、電動主給水ポンプがあって、 

1:26:23 中圧ポンプがあって、2手段とで我々は、 

1:26:28 電動主給水ポンプと、ＳＧの直接給水用ポンプ、高圧注入ポンプこれ

が、 
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1:26:35 補助給水ピット水源を使うのでまずこれで同等かなというふうに考えて

ますはい。 

1:26:42 優先順位の考え方がちょっと違うというだけで。はい。 

1:26:48 規制庁秋本です理解しました。 

1:26:52 それ。 

1:26:55 そうすっと、 

1:27:00 あれでしたっけすみません、仮設中圧ポンプ、大井の仮設中圧ポンプっ

ていうのは自主なんでしたっけ。 

1:27:10 北海道電力古家です。その通りです。 

1:27:12 わかりました。じゃあ、整合とれてるってことです。やはり、 

1:27:18 入って、 

1:27:23 少々お待ちください。 

1:27:33 参事規制庁秋本です 38ページですね。 

1:27:39 ここで、3、手順着手の判断、一番最初手順着手の判断基準でこれが、 

1:27:47 サポート系故障時の対応で、手順着手の判断基準で、 

1:27:54 これはあれですよ文言だけなんですけど、3行目のところで、 

1:27:58 流量等にて確認できない場合、 

1:28:02 ていうのは、 

1:28:05 何かあれなんですが、この女川を見てたら、 

1:28:09 単純に注水できない場合って書いてあったから、 

1:28:12 ＰＷＲは注水できない場合に、 

1:28:16 してるのかなあってちょっと思って、思い込んでしまったんですけど。 

1:28:21 3 行目の確認、流量等で確認できない場合っていうのが、 

1:28:28 横並びの観点でもこれでいいっていう感じですか。 

1:28:35 北海道電力古屋でございます。 

1:28:41 所。 

1:28:42 女川さんが原子炉圧力溶液への注水ができないという、 

1:28:48 場合というふうに書いているのが、我々で言うと、蒸気発生器への注水

が、 

1:28:56 確認できない場合に、のところが 

1:28:59 と横並びで、合っているかなというふうに思ってるんですけれども。 

1:29:04 蒸気発生系の水位を監視する計器、 

1:29:09 パラメータをですね、手順着手の判断基準に書き込むというのは、先行

ＰＷＲルーのまとめ資料でも記載されておりますのでここは大井さんを

見て、 
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1:29:23 パラメーターは残しておりますんで、 

1:29:26 等については、 

1:29:30 市野。 

1:29:36 規制庁秋本です。同等だ、同等つうか、同じこと言っていますからって

いうことですね。 

1:29:43 はい。北海道電力古家でございますその認識でおります。規制庁秋本で

す。どこまで合わせ込みにいくのかで、 

1:29:53 ていうところのポイントだっただけなので、わかりました。理解はしま

したのであとＢの操作手順なんですけど、 

1:30:03 これ、まず現場手動す括弧ソーサーカッコ現場手動操作って出てくるじ

ゃないですか。 

1:30:10 だから、何ていうんでしょうその一つの資料の中でも統一が、 

1:30:15 されてなくてって、もしかしたらこっちを生かしたいのかなってちょっ

と思ったりして別にどっちでもいいんですけど。 

1:30:23 統一ができてれば、 

1:30:26 統一してくださいってだけです。 

1:30:29 北海道電力古谷でございます。了解いたしました適切に申し訳ございま

せん修正させていただきます。はい。 

1:30:36 規制庁秋本です。 

1:30:38 38 ページの⑥番ですかね、引き上げ治具及びジャッキなんですけど、こ

れは専用工具ではないんですか。 

1:30:53 北海道電力宮でございます。 

1:30:57 大井さん等設備も、手順も変わらないんですけれども、ここは 

1:31:04 少しその当時の我々の 

1:31:11 審査いただいているところの時期に伊方さん、 

1:31:16 が少し進んでおりましたので伊方さんを参考にして記載した部分なんで

すけれども、基本的に設備も手順もやることも何も、 

1:31:26 変わりませんので、 

1:31:29 記載については少し考えたいと思います。 

1:31:32 規制庁秋本です。であれば専用厚遇括弧 00 ってしちゃう。 

1:31:39 方が、 

1:31:40 すっきりするかなと、別に何か差分がないんだったら、もうあのえいや

の世界かなという気もし、しないでもないのでちょっとそこも、 

1:31:51 含めて、 
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1:31:52 見てっていただければと思いますが、何かさっきみたいに、減少圧力容

器じゃないですけど、直さなくていいところまで反映する必要はないの

で、 

1:32:05 同じだったら同じ人行くっていうのも一つ手かなとは思いますと、そこ

も含めて、もう 1回チェックしていただければと思います。 

1:32:14 はい。北海道電力古谷でございます。了解いたしました。 

1:32:18 規制庁秋本ですそれでの⑨番なんですけど、軌道レバー。 

1:32:23 ていうところもうおんなじですかもしかして、 

1:32:30 はい。北海道電力触れ合いございます。蒸気加減弁を押し上げて操作す

るものは変わりませんので、これ、こちらも、 

1:32:41 専用工具という言葉、 

1:32:44 が適切と、ちょっと考えておりますんでこの辺りも少し見直します。 

1:32:51 はい、わかりました。何かあれなんですよね。要は、最新の審査知見に

合わせるって言って、 

1:33:00 構文だったら、日に合わせて、 

1:33:04 Ｐの最新 2でのものに合わせられるんだったらせると、合わせられない

ものは、理由があって、 

1:33:12 合わせられないんですっていうのはちゃんと聞きなんすかね話ししてい

ただければ、説明していただければ、 

1:33:19 いいと思いますので、そこはゆ何ていうんでしょう。 

1:33:23 程度問題っていうわけじゃなくてその何ていうかな、ちゃんと戦略持っ

て、 

1:33:28 記載してっていただければと思います。 

1:33:31 はい。 

1:33:34 ここはそんなところですと。 

1:33:40 規制庁秋本です。私からは後は、もう 1点だけなんですが、 

1:33:47 一応そんな感じでですね、結構、 

1:33:50 1 個 1 個じゃないですけど、疑義ちょっと。 

1:33:55 呼んでおりますので、はい。同じような目線で、 

1:34:00 やっていただければいいのかなっていう感じですね。 

1:34:06 もうこれもすごい細かい話ですみません、91 ページなんですけど、これ

はすごく、 

1:34:12 見づらいんですけど、大丈夫だとは思うんですけどその何ていうんでし

ょう。 
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1:34:17 51 メートル倉庫遮光の話が、最近中ポツが入るようになったようなの

で、すごく共有しといていただければと思います。 

1:34:35 北海道で値クリアでございます 1－2－80。 

1:34:39 9 ページの 51 メートル走古作エリアの 

1:34:44 記載、 

1:34:48 ちょっと提出時期で、上手く反映できませんでした申し訳ございません

適切に反映いたします。 

1:34:55 以上です。 

1:34:57 そう、規制庁アキモトそういった情報って何かあれなんですよね皆さん

で共有されているっていう理解でいいですよねはい、わかりました。じ

ゃ、大丈夫です。 

1:35:07 はい。私からは手順以上なんですが、いかがでしょうか。 

1:35:17 規制庁の方です 1.2－7ページをお願いします。 

1:35:24 これあんまりコメントとか言うわけでもないんですけど真ん中ドン、ど

真ん中のところの高良の段落で、 

1:35:32 制御する対応対応手段と重大事故等対象設備っていう記載があって、 

1:35:40 女川はちょっと及びで書いてるので、 

1:35:43 ここは、どんどん好みの問題なんでしょうけど、 

1:35:48 ちょっと合わせるのか落ちないのかを検討してください。 

1:35:53 はい。衛藤北海道電力でございます。 

1:35:56 翁長さんに合わせるのが最新審査実績の反映と思いますので、このあた

り少し 

1:36:05 検討して修正したいと思います。以上です。規制庁型技術であと 1.2－

10 ページをお願いします。 

1:36:14 冷却系のフィード＆ＶどＤ充填ポンプを使うときのところの記載で、 

1:36:23 結構ここなんか悩ましいなと思ってるんですけど何かうまい先例がなく

て、 

1:36:29 何か普通は一次系の前のページ見ると、1ポツで一次系のフィードアン

ドブリードってタイトルがあって、これこれの設備を使えますって書い

て設備おらん、羅列してあるっていう形なんですけど。 

1:36:41 ここだけ何か 1個だけ浮いて入ってきてしかもなんかフィードアンドブ

リード全体じゃなくてこう注水だけの話、話になってますよね。 

1:36:52 これって何か 

1:36:53 だと多分加圧器逃がし弁とかを使うんでしょうけどそこら辺の区別って

しないと、どの設備を使うのかわかんなくなってて、 
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1:37:04 ちょっとこの辺の記載はちょっと私もどう具体的にどうするのがいいっ

ていうのはないんですけどちょっとここなんかもうちょっと何かわかり

やすいように工夫できないかなと思ってるんですけどいかがでしょう

か。 

1:37:18 北海道で 2クリアでございます。 

1:37:21 充填ポンプの使い方たについてのその操作手順の方も、 

1:37:30 少々お待ちください。 

1:37:40 藤北海道電力古谷でございますす。比較表の 1－2の 24 ページ。 

1:37:47 の、 

1:37:48 一番下の辺りに、赤文字で書いておりますけども充填ポンプの使い方を

ここで示しておりまして、 

1:37:58 衛藤一次冷却系のフィードアンドブリードという一つの対応手段の中に

操作手順を盛り込んで、注水するポンプをここ、使え、高圧中にポンプ

が使えなかったら充填ポンプを使うというような手順をここで示してご

ざいまして、 

1:38:14 そこと設備のその拾い上げ方を少し合わせたときに、 

1:38:20 1－2 の 10 ページのような形にしたという考え方でございます。 

1:38:29 規制庁の真島考え方はちょっとわかりましたけど、何かもし工夫できる

んであれば、ちょっと検討してみてください。 

1:38:38 北海道電力古家でございます。了解いたしました。少し検討させていた

だきます。 

1:38:44 規制庁から技術で、次へと 1.2－27 ページをお願いします。 

1:38:54 ここ一番下に蒸気発生器のブローダウンラインによる排水を行うという

記載があってこれは他のところにもあるんですけど、 

1:39:04 何か記載が統一されてるのかなっていうのがちょっと気になってて、 

1:39:09 ここは淡水海水をって書いてるんですけど、例えば 29 ページに行く

と、 

1:39:15 ｃポツで、今度何かなお書きになってなお海水をここは海水なんですけ

ど、で、次 31 ページに行くと真ん中辺で今度蒸気発生器へ注水する場

合っていう記載になってて、 

1:39:28 何か水の種別も何もなくなってるなっていうのがあってこの辺は基本は

やるんですよね。 

1:39:37 はい。北海道電力でございます 

1:39:41 はい 

1:39:44 すべてに対して記載しますし、実施する時ますので記載の 
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1:39:51 統一はしたいと思います申し訳ございません。 

1:39:55 城戸片桐さん、よろしくお願いします。 

1:39:58 あと、1.2－41 ページをお願いします。 

1:40:08 これも記載の統一なんですけど一番上のところの非常勤逃がし弁はこれ

始まるところで一番最後 

1:40:15 二次側による炉心冷却を行うって書いてあって、これ他多分発電用原子

炉のみたいな書きぶりだったと思うのでちょっと確認してください。 

1:40:26 はい。北海道電力古谷でございます炉心冷却では仲間発電用原子炉の冷

却で、統一したいというふうに思います。 

1:40:37 申し訳ございません以上です。 

1:40:38 規制庁片桐さんお願いします。あと、1.2－65 ページをお願いします。 

1:40:48 ここの表なんですけどちょっと先ほど話にあったんですけど原子炉圧力

容器内ってここら辺の表みんななんか圧力に変えられてるようなので、 

1:40:59 ちょっとす。 

1:40:59 ここはやはり、元の方がいいと思うちょっと確認をお願いします。 

1:41:05 はい。北海道電力古家でございます。 

1:41:08 ここの監視項目として、 

1:41:13 原子炉圧力容器内の圧力、はい。 

1:41:20 1.1558 条とはいえ、 

1:41:23 ここのその監視項目というか基準、要求されている言葉を使ってここは 

1:41:31 この通り書いたんですけれども、 

1:41:35 少しその辺りも、 

1:41:37 見ながら、横並びも必要と考えますので、 

1:41:42 適切な形が 

1:41:45 どういう形がいいのかということも含めてですね検討して、 

1:41:51 考えたいと思います。 

1:41:53 金城から飯島要求の用語を使ってるんであればそれでいいのでちょっと

そこはちょっと確認をお願いします。私からは以上です。 

1:42:07 規制庁の長江です。 

1:42:09 ちょっと比較表ちっちゃいので、そのまとめ資料のカンピのやつのペー

ジで、 

1:42:15 ちょっとコメントしないんですけど。 

1:42:18 1 の 1 ポツ 2－60 ページ。 

1:42:22 のところ 2、 

1:42:24 対応手段対応設備手順書一覧。 
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1:42:28 ていうその全体像がこう入ってるところがあって、 

1:42:33 この 60 ページのところフロントラインの 

1:42:36 故障時で、それから 1－2の、 

1:42:40 62 の 4 分の 4がサポート系の故障時で分かれてて、 

1:42:46 もう一度 60 ページの方に帰っていただくと、その時にフロント系、フ

ロントライン系の故障のときの、 

1:42:55 対応手順が 2列目にあって、その本命の一次冷却系のフィードアンドブ

リードによる、 

1:43:01 発電所原子炉の冷却ということで、もうここで重大事故対象設備とか、

設計基準拡張が、その一番上のところにこう入って、こいつ、 

1:43:12 全然使えますよねっていう話があって、そのあと 2、地主がこういっぱ

い来るわけですよ。その例えば、 

1:43:20 1、その次のところの充填ポンプであったり、さっき言ったようにそれ

はちょっとフィードアンドブリードでもないよねとか、そういう話があ

って、 

1:43:30 その次に今度は二次系の方の補助給水関係と、二次側の逃がし弁の開放

のところの、 

1:43:39 自主対策設備が延々とこう続くんですけれども、 

1:43:46 この、基本的にはこの枠組みに沿ってこの順番で中身の本店書かれてる

んですけれども、どう、どこまでが 

1:43:56 自主なのかとか、そういう区分が全然され、されてなくて、ポストかｖ

ｉｖｏ使えんにこう続くんで、できればその 

1:44:06 何か括弧自主ジシュみたいなその自習対策設備とか或いはその区切りで

もいいんですけど、 

1:44:15 とにかく重大事故対処設備と 

1:44:19 設計基準拡張を使うものの手順、それと次週、 

1:44:25 の手順っていう、そういうものの、その仕分けをきちんと 

1:44:30 入れていただくとねちょっと読みやすくなるんじゃないかなとちょっと

私読んでて思いましたのでちょっと。 

1:44:37 工夫いただければと思うんですけど。 

1:44:40 今、全面的に直せって言うわけじゃなくて 

1:44:44 例えばですけど、 

1:44:59 このまとめ資料の 1－2の 14 ページとか見ていただくと、 

1:45:10 このローマ数字のちっちゃい 4とか、 

1:45:14 5 とかこれみんなある。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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1:45:16 あとその括弧Ｃの方の、 

1:45:18 あんたビバークとかこれみんな 

1:45:21 読む人がよくわかるんですけど自習の話ですよね。 

1:45:24 その前の 1－2の、 

1:45:27 12 ページとか 13 ページもこれずっと 

1:45:30 地震の話がずっと続いてきてて、 

1:45:36 そっちの拡張までの 1－2－10 とかその 11 の辺りに書かれてるんだと思

うんですけど、ちょっと何て言うんすかね我々の 

1:45:47 特に関心があるのはその自主ではなくて、 

1:45:50 当然その重大事故対象設備であったり設計基準拡張のその生成だったり

する、するんであって、そのあと地震についても皆さんがその生成があ

るっておっしゃって、 

1:46:04 いろいろ書かれてると思うんで、 

1:46:08 次週であってこういうこともう考えてますよって書かれているんだと思

います。で、一番大事なことはですねもう一度 1－2の 60 ページのとこ

ろを見ていただいてですね、 

1:46:22 その結果 

1:46:25 自主対策設備っていうのが、実際その代替の手段として、 

1:46:31 何て言うんすかね重大事故対設備並みの－の 

1:46:38 能力があってちゃんと代替できるんだっていうその判断がね、どっかま

とめられていればいいんですけど、その何時間以内何時間でしたとか、 

1:46:48 何とか容量が足りませんでしたかわからないんですけれども、そのまと

めがねどっかに、 

1:46:55 あった方がいいと思うんですよ。それと 

1:46:57 この自主対策設備についても当然手順書の中だから優先順位つけられて

ると思うんですよね。その辺のまとめまとめまとめっていうか、この何

て言うんすかね 

1:47:12 その 60 ページカラーの表、表に対して 

1:47:16 評価結果っていうか皆さんのやられたその手順としての 

1:47:22 何ていうかねジシュであればその成立性であったり、あと優先順位であ

ったりっていうのが、何かもう少しその整理された形でまとまっ 

1:47:32 てた方がちょっと我々の方もその確認しやすいし皆さんの方も使いやす

いんではないかと思うんです。ちょっと私、その添付とか全体像の中に

どっかにあるよって言われたらそうかもしれないですけど。 
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1:47:43 やっぱこれはこれでこの資料として、全体の前の方から読んでいくん

で、割と読みやすくしていただいた方が、時間の無駄にならないし、 

1:47:55 皆さん時、個別具体的に細かいところまで質問する。 

1:48:00 手間が省けるということもあるかと思うんで、ちょっと今言ったような 

1:48:05 きちんとしたどれについてきちんと述べてるんだとかですね、或いはそ

の結果として 

1:48:13 実施として成立性があったり、なかったり或いは優先受優先順位として

は、こういうものを当然皆さん手順書の中でそういう優先順位で作られ

てるんだと思うんで、そういうものも 

1:48:26 まとめとしていただいた方が 

1:48:29 その何ていうんすかね。この資料自体、せっかく作ったんだけどもその 

1:48:34 サマリーがあった方がより、 

1:48:36 よく利用できるようになるんじゃないかと思いましたので、そういうこ

とです。 

1:48:44 と北海道電力不良でございます。 

1:48:48 自主対策設備が使えれば、いう、 

1:48:54 有効であるかどうか、そういうのを 

1:48:58 自主対策設備にした理由を、女川さんの審査実績、大井さんも含めて、

記載してございますので我々もそれに合わせて、自主対策設備としての

理由は、 

1:49:14 まとめ資料に書き込んでございますし、 

1:49:18 優先順位の方についても、す、対応フロー図の方で、優先順位を押す

等、 

1:49:29 センコーさんと同じようにお示しできているのかなというふうに理解し

ておりますただ 

1:49:35 ご指摘の通り自主対策設備がかなり多くて、衛藤この 1－2の 60 ページ

の表でですね、真ん中あたりに重大事故等対処設備とか、自主対策設備

として記載して分、 

1:49:51 枠で分けてはいるけれども、少したくさんあって、見見づらいという、

いうふうな、 

1:50:02 ご指摘もありましたので、 

1:50:04 例えばその重大事故と対象設備だけで一つのページで表を作って、その

あと、自主対策設備の表に少し分けてですね、小分けにしてお示しする

と。 

1:50:19 少し見やすくなるのかなというふうに考えましたけども、 
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1:50:24 いかがでしょうか。 

1:50:26 規制庁の仲です。そういうことは一切言ってません。私はその結果につ

いて、 

1:50:32 その自主対策設備が成立性があるのかどうかってのはわかるようにして

いただいた方がこちらの方としては見やすいっていうことと、あとその

どちらかに書かれてるのかもしれないですけど、その 

1:50:44 優先順位はどう書かれてるっていうんであればそれはまた教えていただ

ければそれを見ます。 

1:50:49 この資料自体として 

1:50:53 何ていうんすかね 

1:50:55 資料の 

1:50:57 んな、なんていうか読み、読みやすさっていうところの配慮があんまり

こうされてないのかなっていう、そういう、ちょっと、 

1:51:07 何て言うんすかねここでやっぱ一番最初に整理されたこの 1－2－60 か

らのその整理表が基本的には、その最初のその図のフォールティーから

北展開であって、 

1:51:19 そのあとそれぞれの成立性についていろいろ 

1:51:26 リポートの中でこう評価されてるんで、その 

1:51:30 あとは何ていうか、この中で、そのサマリーをきちんとこう作っていた

だいた方が我々の方は見やすいというそ、そういうことなんで、皆さん

おっしゃるように 

1:51:41 どっかに書いてあるっていうんであればそれまた 

1:51:44 個別に教えていただければちょっと私は全体理解、読んでないんで理解

してないんですけど、 

1:51:52 ただ、ちょっと我々の方はそれをいちいち確認したり、何とかしたりす

るのに、多少は時間が我々の方は要するということを言ってるんです。 

1:52:29 規制庁長屋さん 

1:52:30 ちょっと私はそれあった方がいいなと私が思っただけであって皆さんが

情報があるとおっしゃるんであれば、 

1:52:36 私の方は、特に追加でつくれとは申しません。 

1:52:42 ただなんですね、新しく作られたり何か、皆さんが 

1:52:47 説明されるときに、きちんと説明できたり、なんて持ち越したりするこ

とがないようにその場できちんとした回答していただいたり、 

1:52:57 なんていうか我々の質問に答えていただけるようにしていただきたいと

思いますので、その点は、 
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1:53:07 当北海道電力古谷でございます。ご指摘に対してきちんと回答できるよ

うに、いう姿勢は、当然そういうのを 

1:53:19 答えられるように対応して準備して参りたいと思います。それから 

1:53:27 少しまとめ資料のつくりでいきますと、例えばまとめ資料でいくと、1

－2の 42 ページ。 

1:53:39 2、 

1:53:42 はい。真ん中辺りに（4）番ということで、 

1:53:46 あと重大事故等時の対応手段の選択という項目がありましてここに、そ

の優先順位を含めた 

1:53:56 選定した手段の使い方を書いてございます。 

1:54:02 （4）番のところの 1段落目に、フローチャート第 1－2－15 図に示すと

いうことで、この文章だけのものを 

1:54:15 図にしまして、対応手順のフロー、それから選択のフローチャートを、

のそこにお示ししてございます。 

1:54:27 規制庁の長井です呼んでますので、 

1:54:30 ちょっと具体的にもう一つ、 

1:54:33 技術的な質問をちょっとしたいんですけれども、 

1:54:38 ちょっとまとめ資料の方がいいので 1－2の 31 ページのところをちょっ

と開いていただいて、 

1:54:46 1－2－30 の下の方の 2行から続くんですけど、蒸気発生器水位の高位き

いワイドレンジの方の、 

1:54:56 ことがいろいろ書かれてて、これって 

1:55:00 なんていうか、定検前に 

1:55:03 定検する時に、ＳＧの水 

1:55:07 の状況を確認スルーやつで書かれてるのは 

1:55:13 今の事故状態のような高温状態において 

1:55:17 蒸気発生器の 

1:55:19 推移を正しく測れるものではないっていうこと。 

1:55:25 だと思うんですけれども、これをそのままの 

1:55:30 何ていうんすかね、温度低音どうのと聞いの。 

1:55:34 条件でその水を、 

1:55:37 見てるっていうことだと思うんですけど、それ、それっていうのは 

1:55:42 今もうその状況は同じなんでしょうかどうでしょうか。それちょっとま

ず、 

1:55:48 答えていただけますか。 
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1:55:50 はい。北海道電力古谷でございます。 

1:55:53 蒸気発生器の水位の広域については現状も 

1:56:00 定期事業者検査で、プラントが止まっているときに水構成をいたします

ので常温、 

1:56:07 常圧での構成となりまして、事故時の時には計器、構成の交差がありま

すので、この辺りの 

1:56:20 手順着手として、完全なドライアウトではなく、その広域水位の 10％、 

1:56:28 の投資Ｇ、 

1:56:31 ＣＫで 10％未満になればフィードアンドブリードを開始するという手順

になっておりまして、 

1:56:38 その計器校正の誤差も含めた含めて成立するように手順は作ってござい

ます。この辺りの説明資料は、1－2－31 ページの右下に書いてございま

す通り、 

1:56:53 添付資料の 1－2－5というものにまとめてございます。こちらについて

は、あと 8月 31 日に提出して、させていただいた資料から変更はござ

いませんので、 

1:57:08 今回、ヒアリングに、んなのをつけて、 

1:57:11 すいません。それは大変申し訳ございません。1－2－5で、また、 

1:57:19 提出させていただいたときに、 

1:57:21 説明させていただきたいなというふうに思います。以上です。規制庁永

江ですこれ自体の、何ていうんすかね広域の水系のＳＧの水系の広域の

扱いっていうのは、 

1:57:33 先行ＰＷＲも皆さんと同じ扱いをされてるってことでしょうか、手順書

と。 

1:57:39 北海道電力李でございますこの手順と、その構成の仕方も含めてです

ね、全ＰＷＲ、すべて同じでございます。 

1:57:47 規制庁の長江です。わかりました。ちょっとまた時間がある時に、ちょ

っと説明を詳しくしていただければと思います。 

1:57:55 私の方から以上です。 

1:57:57 規制庁秋本ですちなみに今の添付資料、変わりがないって言ってたんで

すけど、変わりがないんだったらなぜ今回つけないですか。 

1:58:09 あと北海道電力古家でございます添付資料は、でき上がってるんですけ

れども 

1:58:17 比較表の形にして差異理由をつけてお示しするのに時間を使ってござい

ます申し訳ございません。 
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1:58:30 規制庁秋本ですそうすると事務的な話だと、またここの部分だけでのヒ

アリングをやるっていうことでいいですか。 

1:58:39 ということですね、Ｅ．には、はい。 

1:58:42 わかりました。 

1:58:45 まとめ資料はいかがでしょうか。 

1:58:51 そしたら後はあれですね移転には、移転にも、パフォーは作るんです

か。 

1:59:01 北海道電力の藤田です。パワーポイントは、対応用資料として作る予定

でおります。はい。 

1:59:08 2 回目のヒアリングの時に、何とかお示しできればなというふうに思っ

てます。 

1:59:20 回目は、今のところ受 

1:59:24 これ 1回目だったんです。 

1:59:26 はい。 

1:59:27 1.2 ってまだ、ご説明してませんので、 

1:59:31 はい。 

1:59:32 前回ですね 1.111．2 って、お持ちして 10 月ですね、1.11 だけ、 

1:59:38 ご説明して資料だけ積んではいたんですけれども、はい。 

1:59:58 申し訳ございません。ちょっと厳しい状況ですんで、比較表が間に合わ

ないんですんで、 

2:00:04 資料、まとめ資料として出せるものはあるんですけれども、ちょっと意

識そろえて出すというのはなかなか厳しい状況です。 

2:00:15 規制庁秋本です。2回目っていつごろって 1知られてます。12 月の、そ

んな中、はい。 

2:00:22 12 月の 20 日。 

2:00:24 はい。 

2:00:31 今回いろいろとコメントをいただいて、2回目もいろいろいただきと思

いますんでそれを踏まえてすべてに展開したいなという思いもありまし

て、 

2:00:52 規制庁秋本です。わかりました。それではとりあえず、まとめ資料につ

いての質問コメントは以上でよろしいでしょうか。1.2 ですね。 

2:01:04 はい。じゃあ、ちょっと時間も 2時間ぐらいだったので、一旦 10分休

憩をさせていただければと思いますそのあと 45条、やりたいと思いま

す。じゃあ、次 45 分ですね。 

2:01:19 にお集まりいただければと思います。はい。 
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2:01:22 お疲れ様です。 

2:01:30 規制庁アキモトですそれでは続いて 45 条の設備側です。じゃ、北海道

電力からご説明お願いいたします。 

2:01:41 はい。北海道電力田口です。 

2:01:44 45 条のご説明ですが、 

2:01:48 手順側と同じように、 

2:01:49 比較表の一番最後のところに考え方をまとめた紙がついておりますので

そこで概要をご説明しますけれども、 

2:01:57 比較対象プラント選定の詳細については基本的には申せ手順側と同じ考

え方です。 

2:02:03 それで、説明は省略いたします。 

2:02:07 次の 

2:02:10 添付資料等を作って比較表をどこまで作るかという、作成状況の整理表

ですけれども基本的にはすべてまとめ資料は同じように作って、比較表

を作るというスタンス。 

2:02:21 です。その中で一部作らないものがあったりとかしますけれどもそれは

もう設備的に全く該当がしないものですとか、 

2:02:29 あとは比較対象としようとしているのが細かなところの補足説明資料と

書いている類のものは、設備の詳細を書いているものですから、大井と

の比較を今考えております。で、大井で作っていない資料を、 

2:02:42 との比較はできないので比較表を作らないというような形で、バツがつ

いてるものが幾つかございます。それ以外はすべてつくるという考えで

す。 

2:02:51 その考え方をまとめたのが、44 条から 58 条の、 

2:02:56 比較表作成範囲という紙ですので、これの説明は省略いたします。 

2:03:03 今回の比較表の、 

2:03:07 修正ポイントになりますけれども、 

2:03:13 最初のところの取りまとめた資料の 5ページ。 

2:03:20 5 ページですね、あの文章が書いているところのページです。2－4とし

て新たに追記しておりますけれども今回女川との比較をしていくにあた

っての考え方をここに書いております。 

2:03:32 まずこの 3例比較表というのは基準適合を類似するＰＷＲのプラントの

大飯 34 と比べたものをまず作りましたと。 

2:03:40 その上で、 

2:03:43 女川と、 
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2:03:45 相違する箇所を見ていくような形で、二段階で作った形になっていま

す。二つ並べて一緒に作ったものではないという、 

2:03:54 ことがまず 1点です。 

2:03:56 結果としては 2回合わせ込みをしていくと最終的に女川と合わせ込む

と、結局最後は大分違ってしまうのでそこでまたいろんなそういうする

と最初設備的なそういう紙表していた赤とか、 

2:04:08 いう識別してるものもみんな青に変わってしまうので、そういう識別は

しないということにしています。 

2:04:14 ですので、赤の識別残っているものは、大井と比較して、基本的に設備

とか設計方針が違うようなもの。 

2:04:22 表すような形にしています。一部多分ないと思いますけども、女川とも

そういうものがあれば赤にすると。それ以外については書きぶり、構成

の違いですので基本的には女川との相違、青という形になると考えて、 

2:04:35 おります。 

2:04:37 次につくり方の考え方ですけれども、 

2:04:41 今お話している通り 45条設備側の話になってきますのでもう、の方か

らやっている手順から全く違うということで、 

2:04:50 この例としては 45 の、 

2:04:52 2 ページ。 

2:04:53 ですけれども女川の手順だけを書いてあって、泊の手順が書いていな

い、手じゃない設備の設計方針を書いてないところがあります。 

2:05:01 こういうところには泊欄のところに書いてある通り規制方針の説明とい

うことで、 

2:05:06 こういう理由なのでこの 

2:05:09 設備の記載についての比較を行わずに類似するものを用いて我々の手順

を比較しますと、 

2:05:15 いうようなところを記載しております。 

2:05:17 次の 45－3 ページに行くとその結果何を持ってきたかというとこれは 45

条の比較表なんですけれども、類似するものは 47 条にあったので、女

川の 47 条、 

2:05:28 の設備記載の部分を持ってきて、比較をしておりますと。 

2:05:33 いう作りをしております。 

2:05:36 それがずっと続きまして、大きく修正箇所をいじったようなところとす

る等、環境条件、 

2:05:47 のページで 45－18 ページ。 
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2:05:54 とかさっと見ていただくともうほとんど黄色になっている。 

2:05:58 ようなページもあるんですけれども、ここについてはそういう理由のと

ころに書いているんですけれども、大分それでそこも黄色マーカーして

います。 

2:06:06 もともと、 

2:06:08 束ね方が違っていたので、書き順が全部変わって、文章が全部変わって

しまいましたということで今回黄色にしてますけれどももともと書いて

なかったわけではなくて、 

2:06:18 元の文章と比べていただいたら大きく変わっていますと。 

2:06:21 いう意図です。ですので、記載漏れとか、多少あったかもしれないです

けども、基本的には全部書いていたと、いうふうに思っております。 

2:06:31 同じようなものが、 

2:06:33 試験検査の 

2:06:35 ところ 45－22 ページもう、 

2:06:38 ほとんど黄色。 

2:06:43 です。23ページまで続きますけどもそちらもほとんど黄色ということで

すけどもこれも手順ごとに、 

2:06:49 構成する設備の試験検査の内容を書き分けていったので同様に全部黄色

になっているといったものが発生しております。 

2:06:58 最後、設計基準拡張の考え方を取り込んで今回作り込みを進めておりま

す。 

2:07:05 既許可にきちんと施設の区分ごとにどういう、今回のＳＡを取り込んだ

時に変更が起こるのかということを、 

2:07:15 まとめ資料の段階から作るということで、 

2:07:17 設計基準拡張の扱いは、この比較表でいくと 45－38 ページから、女川

の設計基準拡張とするものの記載があります。 

2:07:28 我々取り込んでいったのは似たような女川、 

2:07:31 等の設備構成になっている 41 ページからの原子炉隔離時冷却系に対し

て我々二次系冷却を使いますと、 

2:07:38 いうことで、 

2:07:40 ここの部分が 5－11 の二次冷却設備に、 

2:07:44 結局番号低かったこれから出す補正申請の番号でいくとここの章に組み

込むべき記載はこういう、 

2:07:51 の通りになりますと。 

2:07:52 いう形でまとめております。 
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2:07:57 説明以上です。 

2:08:02 規制庁秋本です。それでは質問コメントに入りたいと思います。 

2:08:07 私の方からですね比較表の 

2:08:14 あ、すみません、取りまとめた資料の、 

2:08:18 4 ページです。 

2:08:22 4 ページ、大井との差分で説明していただいているところで、 

2:08:30 ちょっとよくわからなかったのが、このｐｉｔっていうのが、 

2:08:41 将来の炉心運用に柔軟性を持たせるから持たせるため、 

2:08:46 設置してますよう、っていうことなんですけど、これも、この 

2:08:52 日をホウ酸注入タンクも、 

2:08:55 一応なんていうんでしょう基準適合っていうか、クレジットというか、

何ていうんでしょう。 

2:09:03 申請範囲っていう、 

2:09:07 理解。 

2:09:08 にするっていうことを、 

2:09:10 なんんですよね。 

2:09:12 はい。北海道独自。その通りです。 

2:09:16 ここで説明している内容は、なんで、大いになくて、 

2:09:21 泊にあるんだと。 

2:09:23 いうことに対して説明してるものであって、ついている以上、申請対象

です。はい。 

2:09:29 規制庁秋本ですこれはあれですかこのやり方。 

2:09:34 やり方自体っていうか 

2:09:38 ｂｉｔを設置しているのは、これは泊だけなんですか。どっか先行サイ

トであったりしますか。 

2:09:47 はい。北海道田口です。説明の中で、 

2:09:50 割と新しいプラントの名前ばかりがついているんですけれども、古いプ

ラントは大体ついてます。 

2:09:56 はい。 

2:09:57 解析等の精度が上がってきたので新しいプラントでは、 

2:10:01 ビットがなくても成立するというふうになったんですけども、うちは将

来を見据えて、 

2:10:06 高濃度ホウ酸注入できるようにつけてあるという 

2:10:09 のが、 

2:10:10 菅田です。 
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2:10:13 規制庁秋本です。あれですかねこの将来の炉心運用の柔軟性っていうの

は、 

2:10:19 何かなんていう具体的に何か考えられてることがあるんでしょうか。 

2:10:26 確かＭＯＸだったと思います。 

2:10:33 燃焼度燃料、すいませんちょっとその辺、という問題。 

2:10:37 とにかく今よりも、 

2:10:39 3 価値が必要になった時に対応できるようにあらかじめつけているとい

う、 

2:10:49 規制庁秋本です。わかりました。泊独自の話ではないっていう古藤でし

たら、 

2:10:58 何かあれなんですよね。ミスリードをしないように、 

2:11:02 したいだけなんですけど、 

2:11:06 なんか、 

2:11:07 別に、 

2:11:09 それこそ古いのはついてますけどねっていうのがわかるようになってる

と。 

2:11:15 助かるんですけど。 

2:11:17 はい。では 

2:11:19 全体Ｐを眺めてついてるプラントも加筆して、 

2:11:22 それが、 

2:11:23 私、おかしいところ、泊が得意でないということがわかるように記載い

たします。 

2:11:29 規制庁アキモトですわかりました。 

2:11:32 ええ。 

2:11:34 その下の最樹香さんと取水ラインの構成ワー 

2:11:41 ええ。 

2:11:42 これもう、 

2:11:45 何なんすかね、同様なところももちろんあるっていう理解でいいですか

ね。 

2:11:52 えーとですね、これは 

2:11:55 世代ごとによってこの再循環ラインの設計って相当変遷してまして、こ

こに書いてあるも実は一部のような感じなんです細かいとこ行ったらも

っと変わっているというところなんですが、 

2:12:08 泊の 3号機だけサクションの供給するポンプの組み合わせですね、普通

はＥＣＣＳのＲＨＲと、 
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2:12:18 高圧中のＳＩ、それがおんなじサクションで通る。 

2:12:22 ですよ。 

2:12:23 それと格納容器スプレイする方のやつがもう 1本違うサクションがつい

ているというような構成が、 

2:12:29 標準的な考えです。 

2:12:31 その中で、泊は、 

2:12:34 高圧注入ポンプのサクション等、格納容器スプレイのサクションを同じ

にしてＲＨＲをもう 1本という形の設計に変えてます。 

2:12:44 この設計思想っていうのは、 

2:12:46 ＲＨＲの方には冷却器がついてます格納容器スプレイにも冷却器がつい

てます。 

2:12:51 で、それぞれに冷却器を備えたサクショウにまず知っておくと。 

2:12:55 で高圧注入ポンプぷーで再循環をかけると最終的には格納容器に熱が遷

移していく。 

2:13:01 それを下功刀スプレイで除熱ができる。 

2:13:05 再循環冷却がきちんとできるっていうことをＥＣＣＳのＲ値Ｒがなくて

も、 

2:13:10 炉心の熱を格納容器に移して成立するといった考え方で、サクションの

構成が変わっています。 

2:13:17 この構成は、泊の 3号だけです。 

2:13:26 規制庁秋本です。だけど別にあれですよね。泊だけってなったとして

も、 

2:13:33 そんな 2、 

2:13:35 なんていうんでしょう。だから何か論点ありますかって言ったら、ない

ような気がしてるんですけど、そういうこと。 

2:13:43 でもなく何かあれなんですが、 

2:13:45 特出ししておきたい話があったりするんでしょうか。 

2:13:49 北海道、田口です。今お話している 45 条の辺りでは特段あまり話には

なりません。 

2:13:57 この再循環のやつの最終的に加来小貫さん中間までずっとついてまわ

る。 

2:14:02 ところですので共通的に同じような説明を今つけてます。 

2:14:05 先ほど言ったように格納容器スプレイとＳＩの再循環で炉心の保護がで

きるというのが最大のメリットです。 

2:14:15 規制庁アキモトですわかりました。 
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2:14:26 規制庁アキモトでそうしましたら比較表を行っていただいて 45－1 ペー

ジです。 

2:14:33 これも期さですが、また 

2:14:39 及びの使い方になっちゃうと、 

2:14:44 んですけど、2％ごめんなさい、またから始まるところです真ん中のと

ころで、 

2:14:50 タービン動補助給水ポンプ及び電動教授業水ポンプ店。 

2:14:57 補助給水ピット並びに、 

2:15:00 ていうことだから、及びの位置って、何か気を使われたりしています。 

2:15:09 北海道田口です。衛藤。 

2:15:11 全部並列に並べて、野良日の 1のところが及びでもいいかなとも考えた

んですけれども、Ｃをするポンプがまずタイプタービン動と伝統がある

ということで、及びを使ってそれ以外並列に並べていった結果及び、 

2:15:25 使い方ができないので並びがついているという、 

2:15:28 規制庁アキモトツアーわかりましたすみません度、補助給水ポンプで一

つの固まりを持っているっていう理解ですね。わかりました。 

2:15:38 それで、 

2:15:43 と。 

2:15:49 相違理由の 

2:15:52 何ていうんでしょう、2個目ぐらいに多いって書いてあって記載方針の

相違で、すべて常設設備であるため、設置のみとしたっていうことなん

ですけど。 

2:16:03 これは、 

2:16:06 あれなんですかね。大岩タンクローリーがあるから、 

2:16:10 ていうことでいいですか。 

2:16:16 北海道田口です。もともと藤家もですね今回書き方を女川に合わせ込ん

でいった結果、タンクローリーというイメージ的なものはなくなったん

ですけれども、 

2:16:29 代替電源を使う時には、どうしても油供給が伴うので我々も同じ状態で

した。ただそちらの方の設備の整理は、電源のほうの 57 条で整理をす

るという形にしていますので、 

2:16:39 あくまで 45 条で話す設備に関しては設置するものしかないと。 

2:16:43 いう整理です。 

2:16:45 規制庁アキモトですわかりました。そしたら、続いて 45－3 ページで

す。 
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2:16:52 3 ページは、 

2:16:56 んとですね、日本語は、 

2:16:59 ちょっと読めなかった。 

2:17:01 たところがあって、 

2:17:03 すいません、26行目で、 

2:17:09 ここまで高圧注入ポンプにより、燃料取替用水ピットの水を高圧注入系

により、 

2:17:19 原子炉容器へ。 

2:17:21 ほ云々って書いてあって、 

2:17:24 後は注入ポンプにより、燃料取替用水、 

2:17:28 ピットの水を高圧注入系により、 

2:17:33 江田によりは続いてるなあと思っただけなんですけど。 

2:17:38 これは何かあれなんすかね何か。 

2:17:40 もうちょっとスマートに、 

2:17:44 書けないものなんでしょうか。 

2:17:47 はい。北海道田口です。によりが続いていますので、意図としては、 

2:17:54 どこか一つ、そこの横並びのところに一つ下のところに、 

2:17:59 女川の表現でいくと経由してと書いていたんだけれども、 

2:18:04 うちは単独の系統しか使わないので経由しておかしいだろうということ

でによりという表現を使ったんですけれども確かに日本語として読みづ

らいので、ここの部分はによりが重ならないような、 

2:18:15 単独系統で送っているのがわかるようなつなぎ方に変えたいと思いま

す。 

2:18:21 規制庁秋本です。わかりました適正化はしていただければと思います。 

2:18:28 等これもす、あれですね発電用原子炉の話は多分一緒なんですけど、 

2:18:34 どうすんのかなとは思うんですが、 

2:18:38 何かあれなんですけど、ここで出てくる原子炉っていうのは全部発電用

原子炉になるんですか。 

2:18:46 今言ってるのは新居石井牛田から 5行目ぐらいに発言しろって出てくる

のは、 

2:18:53 発電用原子炉になるん。 

2:18:56 ですか。 

2:19:01 はい。北海道田口です。 

2:19:09 発電用原子炉ですね。はい、抜けてましたすいません。そうですか。わ

かりました 
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2:19:16 はい。 

2:19:17 何だろう、いいか。 

2:19:19 原子炉とか読みかえる人もいるのかなとか思ったんですけどちょっとそ

の何ですかね横並びは。 

2:19:27 しっかり見ていただければと思いますと。 

2:19:35 まで同じことですねまたその次のところも高圧注入ポンプにより下格納

容器再循環ポンプの水を再循環により、 

2:19:46 てなってるので、 

2:19:51 理解しようと思えば理解できなくもないかもしれないですけど、ちょっ

とスマートにかけていただければと思いますというところと、 

2:19:59 あとは講話差異理由の一番最後のところなんですけど、 

2:20:04 みかたわ、サンプサンプスクリーンは含めて以内なんですけど、 

2:20:11 これわあ、 

2:20:14 なんかどういう、 

2:20:15 伊藤。 

2:20:17 なんでしょうけど、その 

2:20:19 伊方と同様、正しい言い方を含めていないっていうのは、 

2:20:24 ちょっとよくわからなかっただけなんですけど、北海道田口です。 

2:20:29 一次系のフィードアンドブリードの範囲をどこまで記載するか。 

2:20:34 設備側の方でですね、というのは何か各社結構個性がありまして、 

2:20:40 一番短いパターンが一次系のフィードアンドブリードをやって、 

2:20:44 終わりっていう、関西みたいなパターンなんですよ。 

2:20:48 ただ一次系のフィードアンドブリードで冷却した後に、定常状態に持っ

てくために、 

2:20:54 蒸気発生器の冷却化、 

2:20:57 ＲＨＲの余熱除去運転につないでいくんです。 

2:21:01 それのがもしできなかったら、 

2:21:05 高圧再循環を続けて、加圧器逃しからＰＲＯかけて一次系のフィードア

ンドブリードを再循環で続けるというところまで手順がある。 

2:21:13 ですよ。 

2:21:14 そこのうちのどこまでを変えていくかというのでうちはフルに書いてい

るパターン。 

2:21:19 それ関西は最も書いてないパターンで、言い方の場合は余熱除去までは

書いたっていう。 

2:21:26 という、書き分けが出ているんですけれども、 
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2:21:30 ちょっとわかりづらいですかね。 

2:21:34 規制庁アキモトです 

2:21:36 わかりました。基本的にはだから記載だけの話っていう理解でいいです

かね。 

2:21:45 その理解でよろしいですか。 

2:21:48 規制庁アキモトですわかりました。 

2:21:52 続いては、45－5 ページです。 

2:22:00 傾動 

2:22:06 45－5 ページわあ、あれですね 

2:22:11 ここは何でかい。 

2:22:12 黄色になってたので、所（イ）、 

2:22:16 1、 

2:22:17 ですかね、（2）の、 

2:22:20 ローマの一井で蒸気発生器二次側からからの除熱に、 

2:22:26 しているのは、これは、 

2:22:29 何か手順と合わせたとか、そういうことなんですか。 

2:22:34 はい、北海道、田口です。 

2:22:37 ここの部分まだ手順側とは、実はすり合わせがきちんとできてない。 

2:22:42 部分で、 

2:22:43 手順側の方では蒸気発生器二次側、 

2:22:46 による、 

2:22:48 発電用原子炉の冷却と書いているんですけれども、そのときに、何だろ

うな。 

2:22:55 女川とかで言ったときには、による発電用原子炉の冷却というのは、何

を使ったときのっていうこと。 

2:23:03 の、 

2:23:05 言葉なんですけど、うちが蒸気発生器二次側による炉心冷却という言葉

を使っていくと、じゃあその手段名はっていうと蒸気発生器二次側にな

ってしまうだろうと。 

2:23:15 それだと余りにも昨日説明が足りないので、 

2:23:19 蒸気発生器 2時からの除熱という機能を使って発電用原子炉を冷却する

というふうに書いた方が、この体のところがによるになると、先ほど話

出てる通りによるによる、 

2:23:31 ていうタイトルになってしまったので、 
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2:23:33 ちょっと設備で考えるのが適正かわかんないんすけど、こういう表現に

していこうかなというふうに今考えているところです。 

2:23:43 規制庁秋本です。わかりました。そしたらあとは記載だけなんで、 

2:23:50 了解です。 

2:23:56 へえ。 

2:23:58 そうっすね。 

2:24:03 これはあれですねすいません 

2:24:05 さというか、その場の横に書いてある層位理由なんですけど、 

2:24:12 これわあ、 

2:24:14 定例とＭＤで、 

2:24:16 別手段として書きましたよっていうことなんですけど。 

2:24:21 これは何か理由があるんでしたっけ。 

2:24:27 はい。北海道田口です。 

2:24:29 江藤基生 

2:24:31 合意の記載のようなものが、最初に生まれた、なんですかね。 

2:24:36 説明の書き方だったと思っています。ただその後、審査が続いていくに

従って言い方で書き分けてみたりとかいうのが出てきて、 

2:24:45 そもそも、 

2:24:47 基準の適合性の考え方までいくと、 

2:24:51 タービン動を使うっていうことと、電動を使うっていうことは実はちょ

っと違っていて、どちらも復旧の手段で技術的能力の審査基準の適合、 

2:25:01 のための手段合致するんですけれども、 

2:25:04 タービン等を手動で動かす方は、 

2:25:08 許可基準の方にも、 

2:25:10 適合しなければいけない手段になると。 

2:25:12 それを、 

2:25:13 ちゃんと考えていっていくのと、あと手順側の方ではもともと一緒くた

にしているものではないので、 

2:25:20 許可申請としてもきちんと分けて記載すべきというのが今の考えで分け

ています。 

2:25:29 規制庁秋元です。わかりました。そうしたら、ちゃんと理由があるんで

しょうから、あれなんですが、これ、差異理由の欄を、 

2:25:38 に書いといてもらう等、その通りだですねって思えると思うので、この

理由のところを、 

2:25:47 しっかりと誰ですけど書いといてもらえたらと思います。 
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2:25:56 井戸田口です。どうしてというところがわかるように、追記します。 

2:26:03 ふうん。 

2:26:10 規制庁アキモトで 

2:26:12 4、5 ページのその下のところのパラは、 

2:26:17 2、5 行、すいません、2、5 行目ですね。 

2:26:23 軌道市場聞いた弁駆動ポンプにより、 

2:26:29 補助給水ピットの水を、 

2:26:33 ていうところなんですけど。 

2:26:37 蒸気タービン駆動フォーム 

2:26:41 蒸気タービン駆動ポンプっていうのが、 

2:26:45 大井大井にあるのかなあと思って見てたら、 

2:26:51 特段ないんですけどこれ、蒸気タービン駆動本部って入れてんのは何

か。 

2:26:58 理由があるんでしょうけど。はい。北海道田口です。今回女川との比較

を行って、 

2:27:04 たときに、女川のグレードのところの横並びに蒸気タービン駆動ポンプ

って書いてありました。こいつの正式名称はこんな名前ではなくて、 

2:27:14 蒸気駆動で動くポンプですよということを中では明示したんだと理解し

ました。 

2:27:19 ですので我々はもともとここをタービン動補助給水ポンプと書いてます

けれども、それが蒸気タービン駆動ポンプですよっていう表現がわかる

ように反映したものです。 

2:27:32 規制庁脇本です。だったとしたらあれじゃないすか。タービン動タービ

ン動補助給水ポンプのことを言っているってことですか。 

2:27:42 田口です。はい。 

2:27:50 泊の場合だとタービン動補助給水ポンプという名前がついているので、 

2:27:55 言わずもがなかなと思ったんですけれども、あえて女川の方で、これが

蒸気タービン駆動のポンプだよということを明示かけていたので、 

2:28:03 反映しました。 

2:28:05 ごめんなさい、規制庁アキモトあ、わかりました。これ、だから主語

が、タービン動補助給水ポンプはのくだりだから、当然そこで使われて

いる蒸気タービン駆動ポンプっていうのは、タービン動補助給水ポンプ

ですよって。 

2:28:20 なるほどはカリーました。 

2:28:27 で、 
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2:28:33 金。 

2:28:35 それでじゃあすいませんそのちょっと下なんすけど主蒸気逃し弁を人力

で開操作するなんですけど、ここは専用工具っていう、 

2:28:46 いらないっていう理解でいいんですか。 

2:28:49 井戸田口ですハンドルがついていてそれを回すだけですので、特に入り

ませんで操作性のところで、 

2:28:55 この操作をするためにちょっと高い位置にあるので踏み台を設けるとい

うことは書いてあります。 

2:29:02 規制庁アキモトですわかりました。 

2:29:04 はい。 

2:29:10 45－6 ページです。 

2:29:14 6 ページは、 

2:29:17 ちょっと最初読んでて混乱はしかけたんですけど、あれですねこれは 

2:29:23 後々ちょっと、もう 1回読み直してみたら、並びにで、 

2:29:27 話が切れてて、 

2:29:30 配管及び弁にそこで繋がるようにしている。 

2:29:35 ていうことでいいですかね最初何か、 

2:29:39 思ったのが入口弁。 

2:29:42 藤。 

2:29:43 何か、また弁って思っただけなんすけど並びにで 1回切れてっていうこ

日本語だっていうことでいいですかね。 

2:29:51 はい。ご理解の通りです。 

2:29:56 規制庁アキモトですわかりました。45－7 ページは、 

2:30:02 上のところですけど電動補助給水ポンプぷーは、 

2:30:07 可搬の電源車は繋がらない。 

2:30:10 つながないっていうか、容量が足りないのかわかんないんですけど、可

搬はないっていう理解でいいですかね。 

2:30:19 北海道田口です。容量的には多分賄えるかとは思ってますけれども、 

2:30:26 可搬型のやつは、 

2:30:27 うちの場合、電源の方の使い、 

2:30:30 方として、最低限の負荷供給っていう使い方に実はしています。その中

には電動補助給水ポンプは含まれません。 

2:30:43 規制庁沖本です。わかりました。 

2:30:50 あとは、 

2:30:58 少々お待ちください。 
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2:31:09 規制庁、秋本です。 

2:31:12 20、45 分のごめんなさい、10 ページですね、45－10 ページ。 

2:31:20 一次冷却設備については、一次冷却設備に記載するって書いてあるとこ

ろで、ちょっとまだ私も中身を、 

2:31:30 向こうその後の位置を、 

2:31:32 ちゃんと見ていないからだけなのかもしれないですけど、その下の二次

冷却設備は、 

2:31:39 ＮＯちいな 2って書いてあって、ちょっとこれは確認だけですけど一次

冷却設備は別にその、 

2:31:48 限定というか、 

2:31:50 農地とか、そういう話はないっていうことでいいんですか。 

2:31:55 北海道田口です。ないということがまず回答です。もともとは二次冷却

設備の方も二次冷却設備についてはという簡単な結果としたいのが本音

のところなんですが、 

2:32:06 二次冷却設備許可で記載してる範囲が非常に広くて、 

2:32:10 そのうちの使う部分をきちんと書き出さないと関係ないところまで含ま

れるのでこちらが書いていると。一方一次冷却設備については、ＲＣＳ

のバウンダリーをそのまま流路として使うのですべて含むということで

何も書かないということです。 

2:32:26 規制庁の木本ですわかりました。 

2:32:34 12 ページですと、 

2:32:43 12 ページは、 

2:32:57 ふうん。 

2:33:00 これ、 

2:33:03 これなんかなんすかねすいません 3、下から 3行目の宇井植野パラで下

から 3行目で余熱除去ポンプは一次冷却設備を水源とすることっていう

ことなんですけど、 

2:33:18 これは、 

2:33:20 そう。 

2:33:21 いいのか。 

2:33:23 最初なんか、余熱除去ポンプも再循環サンプ繋がって、 

2:33:29 飛んで残っときのところ、人も、 

2:33:32 なんですけど、だけど、別にあれなんですね一次冷却設備を水源と。 

2:33:36 することもできるからとかそういうことですかね。 

2:33:41 北海道田口です。今お話いただいたので、ほぼ正解なんですが、 
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2:33:46 ＲＨＲ余熱除去設備っていうのは、基本的に我々低圧注入と低圧再循環

の機能を兼ねた余熱除去設備です。ここの一次系のフィードアンドブリ

ードで使うのは、 

2:33:57 低圧注入再循環としての使い方ではなく、余熱除去設備として使いま

す。その時にはＲＣＳのループから取るので一次冷却設備を水源とする

という表現にしてます。 

2:34:08 規制庁アキモトですわかりました。続いて 13 ページです。 

2:34:14 13 ページは、3行目のところは、 

2:34:22 非常用直流電源設備、 

2:34:25 ですけど、これはあれなんすか。 

2:34:29 非常用直流電源設備で、 

2:34:32 やっているっていう理解でいいですか 

2:34:35 尾野伊賀。 

2:34:37 常設直流電源って書いてあったんで、ですけど、 

2:34:43 いいのか、ＤＢのっていうことですか。北海道田渕宗です。設計基準と

しての呼び名を、 

2:34:50 今回からこういう名前で統一しようということで今、 

2:34:53 合わせ込みに行ってます。 

2:35:01 規制庁脇本です。わかりました。 

2:35:06 そうそう。 

2:35:08 それで、ちょっとこの日本語を読んでてす。よくわからなかったのが非

常用、ごめんなさい、専用工具を用いて時空経営の給与、 

2:35:19 9、 

2:35:20 あと、 

2:35:21 給与することで、 

2:35:24 非常用直流電源設備からの急流 9、給電による給油って書いてあって、 

2:35:31 給電による給油って、 

2:35:34 これは、 

2:35:37 どういうことなんでしょう。それは全然力、非常用直流電源設備からの

給電による給油って何かあれですか。 

2:35:45 北海道原口です。あの子ジャバラポンプと非常用の油ポンプがついてい

てそれが直流から電源をもらって常時油系を生かしているという設計で

す。 

2:35:56 それが今、 

2:35:57 電源が喪失していますので、 
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2:36:00 それの代わりに専用工具を用いて時空系の給与するという手段をとる。 

2:36:06 ということを表現してるんですけれども、9電による給油。 

2:36:13 要は直流で銀のポンプを使った給油等、 

2:36:18 それがない時の、 

2:36:20 専用工具での給油ということを表現したいです。 

2:36:44 はい。北海道でもＪＩＳいろいろとわかりづらいという意見いただきま

したけど、 

2:36:50 はい。 

2:36:52 ポンプ名を記載するのか、片方が人力でやることで片方が電源を使って

やるのかというようなことを明確にわかるように、ちょっと書き方を工

夫したいと思います。 

2:37:07 で、油を、 

2:37:10 はい。 

2:37:12 そうですね。結局は圧送するポンプとかを使うのか、その代わりに何か

工具を使うのかということですのでその趣旨がわかるように、 

2:37:24 はい。 

2:37:29 はい、わかりました。じゃあ、 

2:37:33 規制庁アキモトです。そしたら、 

2:37:51 規制庁アキモトです 15ページーです。 

2:37:55 15 ページは、 

2:37:58 ちょっとこれは比較表の作りっていうだけなんですけど、 

2:38:04 もし可能だったらなんですけど、そういう理由のところで、2個目の赤

で伊方と同じって書いてあるじゃないですか。 

2:38:13 そこの伊方と同じっていうのが、 

2:38:18 もしかしたらその名もしかしたら図が 

2:38:22 何て言うんでしょう、その抜粋してここ記載しておいてもらうと、すぐ

見れたりするので、 

2:38:29 何ていうんでしょう。 

2:38:32 どこかに、 

2:38:34 抜粋だやつっていうのわかるようにして示してもらうっていうことはで

きますか。 

2:38:40 はい。北海道、田口です今回の 45条の中での抜粋で示している箇所

は、確か言い方を 

2:38:47 あったと思います。ですので同じように表現することは、 

2:38:50 可能。 
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2:38:52 です。ただですね 

2:38:54 伊方藤泊のこの設計基準事故対処設備と同じように使うという言い方

と、 

2:39:04 大井が言っている弁操作等によってっていう言い方っていうのは実はや

ってることは一緒なんですよ。 

2:39:11 ここで何で赤飯野にしてるかっていうと、これは 43 条の適合方針でそ

れぞれ述べたことが違っているという、 

2:39:19 ことなんです。 

2:39:21 個別のところに来ると、関西のやつはほとんどが弁操作等によってって

いう表現がずっと続くんですよ。 

2:39:29 で、泊と伊方の場合は、ＳＡにするたびに何か特別に操作していったり

するような場合には弁操作等によってっていう使い方をするんですけ

ど、 

2:39:38 基本ＤＢと同じような系統構成でポンプをまわしてバルブを開けてみた

いな使い方をする時にはこの表現にしているという形です。ですので抜

粋版の良いところを並べると。 

2:39:48 同じになりますけれども、赤くしている理由というのは実はそういうこ

とです。 

2:39:54 規制庁秋本です。わかりました。それでも、同じになるんであれば同じ

っていうことが、すぐパッと見て同じなんですねっていうのはわかると

思うんで、もし可能だったら、 

2:40:08 入れていただければと思います。 

2:40:13 はい。北海道電力井谷でございます。ちょっと沿革から入ります。 

2:40:18 今回の場所は伊方を枠学校以下なんかで貼り付けるようにいたします。 

2:40:27 ちょっと言い訳的な部分になりますが、女川とほぼ言ってること変わら

ないので、今回はってなかった。 

2:40:37 他女川とも違うしおいとも違うっていう場合はですね、なるべく貼るよ

うにしてたはずです。 

2:40:44 でもここはろうと思います。 

2:40:47 以上です。はい。規制庁秋本です。趣旨理解しました。はい。 

2:40:52 ありがとうございます。 

2:41:01 はい、少々お待ちください。 

2:41:07 規制庁秋本です。あと、18 ページです。 

2:41:12 18 ページのところの環境条件のところは、 

2:41:19 これは単純に多いと見比べていっただけなんですけど、 
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2:41:23 ところ 1行目のところで、 

2:41:28 電動補助給水ポンプを大岩入れてるーんですけど、 

2:41:35 そういうこと。 

2:41:37 わかりましょう。 

2:41:40 問、何ていうかね、提示を分けているっていうことですね、理解しまし

ょう。はい。 

2:41:51 わかりました。ありがとうございます。 

2:41:55 19 ペイジーですと、 

2:42:01 これはなんすね、別に 

2:42:05 何かちょっと多いと。 

2:42:07 見てて、 

2:42:09 だけなんすけど淡水。 

2:42:11 またす海水が選択可能だって大井は言ってるんですけど、 

2:42:16 泊わあ、 

2:42:18 別にその選択は、 

2:42:22 ていうわけではない。 

2:42:24 いいですか。何ていうんでしょう。それはかなり何か理由はあるんです

か。 

2:42:30 はい。北海道田口です。 

2:42:32 衛藤。 

2:42:34 ここは何か大分前から多いと言い方、多いっていうか完成形の書き方と

は書いていたところなんですけれども、 

2:42:42 選択稼動というよりも、もう海水を通水する可能性があるっていう方

が、 

2:42:50 選択して淡水だったら関係ないのかっていうことではなくて、 

2:42:54 我々の使い方をするとまず第 1に先ほどちょっと話もありましたけど、

改正を優先するというような考え方もあります。 

2:43:01 ですので、海水を通水する可能性があるのかないのかで分けました。 

2:43:07 選択できるんではなくて、 

2:43:10 淡水しか違わないところにはこれは書かない。 

2:43:13 で淡水と海水を選択できるんじゃなくて海水を使うから、 

2:43:18 配慮するという、 

2:43:22 ちょっと小趣味の話に近いですけど、 

2:43:26 規制庁アキモトですわかりました海水に対するケアはちゃんと書いてま

すということですね。はい、理解しました。 
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2:43:36 これも記載だけですけど 20 ページで、 

2:43:39 一番最後のところで、別にちょっとどうでもいいっちゃどこでもいいん

ですけど常設の踏み台なんですけど、 

2:43:45 踏み台と足場で何か別に名前を書いてる何回とってあるんですか。 

2:43:52 北海道田口です。衛藤。 

2:43:55 準備しているものはほぼ変わらないと思うんですけれども、言葉として

足場っていうと単管パイプで組んでる足場のイメージが先行してしまう

と、一方踏み台と呼んでるもの我々も、よりちょっと持ってって 3段ぐ

らい上るようなものということで使い、 

2:44:09 分けました。 

2:44:12 規制庁秋本です。わかりました。確かに、足場っていうと、そうです

ね。パイプで作ったのかよって思われちゃうかもしれないっすねはい。 

2:44:21 わかりました。 

2:44:25 で、次の 21 ページとかでもそうなんですけど米田状況設備っていうの

は、もう米津所合計じゃなくて余熱除去設備に、 

2:44:35 するっていうことなんですね。 

2:44:39 北海道、田口です。はい。 

2:44:44 許可の、 

2:44:45 並びの項の記載のところで余熱除去設備という記載を使っているので、 

2:44:52 基本は余熱除去設備でいこうと思います何かの理由があってちょっと使

うかもしれないですけれど、基本は設備でいこうかと。 

2:45:10 規制庁秋本です。わかりました。 

2:45:19 はい。 

2:45:22 続い 24 ページですね。 

2:45:28 24 ページは、 

2:45:31 伊方、ごめんなさい、大井の方で、 

2:45:35 青字で、安全注入時及び再循環時っていうのが書いてあって、いや何で

書いてないのかなって思っただけなんですけど、何か理由はあります

か。 

2:45:53 北海道田口です。 

2:45:55 おそらく、 

2:45:58 安全注入実再循環運転時以外がないから、 

2:46:03 書く必要がないかなと考えたん。 

2:46:07 と思っています。 

2:46:10 一番違うかね。はい。 
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2:46:12 はい。特に、既許可でもこのような、北海道電力石谷です。既許可でも

このような書き分けをしていなかったので、 

2:46:25 そこにあえて足すことをしませんでした。 

2:46:32 というのが、 

2:46:39 規制庁アキモトです。まあまあわかりましたと。大井はあれなんですか

ね既許可から。 

2:46:44 こういう書きっぷりをしてたっていうだけなんですかね。そこは何かわ

かったりします。 

2:46:53 北海道電力の石谷です。ちょっと大井について調べて、もし大井もあえ

て書き出しているということであるならば、 

2:47:07 少し背景を確認して対応を考えたいと思います。はい。規制庁脇本で

す。わかりました。ちょっとご確認いただければと思います。 

2:47:35 規制庁秋本です。29 ページなんですが、 

2:47:41 米津助教の冷却器では余熱除去冷却器で、別にもうこれも記載だけなん

ですけど、 

2:47:50 伝熱容量のところなんですが、 

2:47:56 10－3 状況は、 

2:47:58 どう、 

2:48:01 何かメガにしなかったのは何かあれですかスペック的に。 

2:48:06 なんか仕様書とかにこう書いてあるからっていうことなんすかね。 

2:48:12 北海道電力、内谷です。こちらは、条件も含めて、 

2:48:20 泊 3 号炉のを機設置許可において確かこれが開 

2:48:28 この、この桁。 

2:48:31 で、Ａと書いてあったはずです。 

2:48:35 はい。 

2:48:36 わかりました。じゃあ、真木岡からということで、 

2:48:39 規制庁アキモトです。30 ページ行っていただいて、 

2:48:46 サンプスクリーンの温度の差。 

2:48:50 ていうのは、 

2:48:52 それからでもＳＡ時は 141 人していて、141。 

2:48:58 ふうん。 

2:49:00 ちょっと多いと。 

2:49:02 少ないとこれはあれなのかな。 

2:49:05 小関。 

2:49:07 してみて出てきた値っていう理解。 
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2:49:11 でいいんですかね。 

2:49:14 はい。北海道電力井谷です。最高使用温度 132 度が、これまでの、 

2:49:22 事故における最高使用温度で 141 度っていうのが、今回新規性基準用の

重大事故で出てきた温度です。 

2:49:32 大井の 144 度がー。 

2:49:36 要は設計、もともとの設計で、 

2:49:42 想定していたもの。 

2:49:44 超えなかった値なのかどうなのかごめんなさい今確認できてませんが、

泊としては、設計基準の事故の運動と重大事故の解析から出てきた泊様

の温度、 

2:49:57 それを併記しているというものです。 

2:50:00 はい。 

2:50:01 わかりました。 

2:50:03 そしたら、続いて 31 ページで図面なんですけど、 

2:50:09 図面で 

2:50:14 確認したかったのが 

2:50:18 とマリーで、 

2:50:20 高圧注入ポンプの前、吐出側というかですね、吐出側とかに、 

2:50:27 燃料取替用水ピットから繋がってるっていうのは、何か戻したいだテス

トラインとかってことですか。 

2:50:40 田口ですはい、その通りです。 

2:50:43 規制庁アキモトですなんか 

2:50:46 大岩、そこまで書いてないけどきっと大井もあるん。 

2:50:51 ですかね。きっと。 

2:50:53 ライン構成としては北海道田口ラインコンセプト実証だと思うんです

が、もともと関西ぐらいの記載が許可で記載する系統図のレベルかと

我々は思っていましたけれども、今回あの女川とかを参照していくと操

作する弁とかが、 

2:51:08 すべて表現しないと系統としてちょっと役に立たないということで大分

追求をしております。 

2:51:17 規制庁秋本です。わかりました。 

2:51:21 あれそうすっとあれなんすかねの高圧注入ポンプ等、ｂの高圧注入ポン

プの上のところで、 

2:51:30 モーターのところで冷却水 

2:51:33 ですかね、Ｂはないのは何か。 
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2:51:37 伊藤あるんですか。 

2:51:40 ダイドー田口です。今回の新規制対応としてＡの高圧注入ポンプだけ、

代替補機冷却を使えるような構成に変えてます。 

2:51:50 規制庁秋本です。わかりました。 

2:51:53 それ、そっか。 

2:51:55 それで、 

2:51:57 あとは、 

2:51:58 香月カラー 

2:52:01 出てくるのは加圧器逃し弁までか、太あごめんなさいこれ太線て、 

2:52:06 使っている系統を太くするっていうことなんですかね。 

2:52:15 北海道田口です。加圧器逃がし弁まで太くしているっていうのは植野大

井能登航路も、 

2:52:24 その感じでしたので実際には加圧器逃がし弁を抜けて、逃がしタンクに

入ってラプチャーから吹き出すというような形にはなるんですけれど

も、 

2:52:34 いや、実は、そういう規制庁秋野で 

2:52:38 大井のなんかふにゃふにゃ中つけおかしいタンクからのフィギュアって

いうのもないなってちょっと思ったんですけど。 

2:52:44 これわあ、 

2:52:46 どうしようかなと思ってそれでですね伊方を見て見たら、 

2:52:51 伊方は何か加圧器逃しタンクまで太線だったりしたんですけど、 

2:52:58 寸まあ、 

2:53:00 わかりやすさの観点なのか。 

2:53:04 使っているところは書くっていうんだったら、 

2:53:09 引っ張るのもあり得るかなあとは思うんですけど、ちょっとそこは、 

2:53:16 他社の状況を見てもらって、これが正しいっていうんだったら正しいも

のはないかもしれないけど、これでいいんだっていうんだったらこれで

もいいかもしれないんですけど、ちょっと他社も、 

2:53:26 他のやつも見てもらって、 

2:53:30 いただければと思いますと、あんま見られているとは思うんですけどど

れがいいのかっていうところは、改めてちょっと、 

2:53:37 見ていただければと思います。 

2:53:40 で、次の 32 ページなんですけど、 

2:53:46 32 ページワーバルブの構成がちょっと、 

2:53:49 と違うのかどうかを確認したかったんですがただ、 
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2:53:55 泊でいうとダムの補助給水ポンプ、 

2:53:57 駆動蒸気入口弁っていうところＳＧがワーなんですけど、 

2:54:06 のところ 2、 

2:54:08 大井だと、2弁。 

2:54:13 あるような感じで、何ていうんでしょう弁が並列で 2面、 

2:54:18 で 4 弁はある。 

2:54:21 ですけど、 

2:54:22 東リの場合は、2便だけ。 

2:54:26 2 弁使うその並列のＡ弁だけなんですけど、これはあれなんすか設計思

想の違いとか何ですか。 

2:54:36 北海道田口です。衛藤。 

2:54:40 泊にも実際には 

2:54:42 主蒸気管のループから取ってくるところに、電動弁はあります。 

2:54:47 はい。ただそれは常時開のペイン。 

2:54:50 ですので、 

2:54:51 特に、 

2:54:53 この系統を使うために必要な操作が必要というようなものではないの

で、 

2:54:58 書いていない。 

2:55:03 だと思いますけど、 

2:55:06 規制庁アキモトです。そうすると大岩。 

2:55:09 1、常時締めるからバルブを変えてる。 

2:55:18 すいません北海道電力古谷です。 

2:55:21 技術的能力の図面ではですね 

2:55:25 書き、電動弁を書き出していてですねすみません 45 条側に展開する、

するところができてなく、 

2:55:37 申し訳ございません 

2:55:40 御同じ図をベースに貼り替えたいというふうに思います。 

2:55:50 規制庁秋本です。手順が 91 ページとかの図だと、確かにそうですね。

ある、あるはあるんだと思って。 

2:55:59 理解しました。 

2:56:01 それは 

2:56:04 展開というかまず、 

2:56:08 手順の方が、 

2:56:10 書いてるんだったら書くしかないっていう感じですかね。はい。 
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2:56:14 北海道田口です。これらの系統図っていうのは実は、手順側で作ったも

のを最終的に最後張り直すっていうのはやってるんですけれども、今ち

ょっとまだその整合とるところまで至っていない段階です。 

2:56:42 規制庁アキモトですわかりました。続いて 35 ページですけど、 

2:56:48 35 ページはちょっと、 

2:56:51 見づらいですけど、これまたあれです太線にするのしないのだけなんで

すけど、 

2:56:58 蓄圧タンクまで、 

2:57:01 不凍栓に。 

2:57:03 なる。 

2:57:05 のかなと。 

2:57:06 主、 

2:57:07 手はいますが、 

2:57:09 何か今大きい、大きい図がまとめ資料の方を見ても、 

2:57:15 太くはなってなかったので、 

2:57:21 どういう考え方で太くするか太くしないのかっていうところなんですけ

ど。 

2:57:27 北海道田口です。 

2:57:29 こちらの図で言ってるのはあくまでルールを示したかったというところ

があったんですけど、確かに大井のものは、蓄圧タンクも太線なので、 

2:57:39 使ってるものを示すということであれば、 

2:57:43 太くするのかなと今思いました。 

2:57:46 規制庁脇本ですでも、その考え方流路。 

2:57:50 流路でも、流路っていう考え方でもいいかもしんないですけど流路とし

ても使ってると思うので、はい、わかりましたそういう意味で 32ペー

ジ比較表の 32 ページ戻ってもらうと、 

2:58:01 ＳＧも、 

2:58:03 あれですかね、 

2:58:05 普通の線になっちゃってるから、 

2:58:08 そこも適正化しておいてもらったらいいかもしれないです。 

2:58:16 北海道田口です。同じ考えで統一にいたします。 

2:58:23 規制庁秋元です。あと 36 ページで、 

2:58:31 大したことではないんですけど 

2:58:34 リーカ。 

2:58:36 サンプスクリーンのところの、 
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2:58:40 上 2 歳成年交換機って書いてあるのはこれ誤記ですか。 

2:58:48 北海道田口すいません消し忘れです。 

2:58:56 そこ、規制庁アキモトですこういうところまで一応チェックしていただ

いて提出していただきたいと。 

2:59:05 思います。 

2:59:14 規制庁秋元です。で、42 ページですね。 

2:59:20 42 ページの 

2:59:25 真ん中ぐらいのところで 5.11 のｘ表って出てきたんで、これは、 

2:59:31 数字がまだ決められてないからっていうことですかね。 

2:59:35 工藤田口です。はい。すいませんちょっとそこの、最終的にどのように

するのかというのも決まっていないのでＸという仮で入れております。 

2:59:46 成長秋本ですわかりました。 

2:59:48 それで、43 ページは、 

2:59:53 単純にそのおいとの比較だけなんですけどう材をいう材料を書いている

ようなんですけど、 

3:00:01 泊は書かないんですか。 

3:00:04 北海道田口です。 

3:00:07 大井の朴木さ比較のために掲載してますけれども、こちら新規制対応と

して今回補正のときに出した資料です。 

3:00:16 我々も同じようなものを書こうと思って実は作っていました。 

3:00:22 だけれどもこれが設計基準拡張になったらどう書くのかというのを、長

尾参考に見てみると、どうも聞くものを書いていると。 

3:00:30 それは設計基準拡張だからという。 

3:00:34 ですので、我々も同じように、何か、 

3:00:38 あれですよね女川の方だと、蒸気タービン型式 1ぐらいしか書いてな

い。 

3:00:42 資料なんですけれども、それで今回、 

3:00:46 補正しているということがわかりますので、 

3:00:48 我々も既許可の値、 

3:00:51 載ってるものをそのまま載せるということにしました。 

3:01:03 規制庁秋本ですわかりました。じゃあ、とりあえずは起業家のものをそ

のまま持ってくるだけと。 

3:01:11 はい。 

3:01:20 次のページの 44は、 

3:01:24 ＳＧを、 
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3:01:29 一次冷却設備のところに書きますよっていうことで、はい。 

3:01:35 整理の仕方だけっていうことでいいですかね。 

3:01:40 はい。北海道田口です。その通りです。どの、 

3:01:45 何て言うんすかね。 

3:01:46 許可の項番 5のところに書くかという違いです。 

3:01:50 規制庁秋本です。はい。私からは以上ですが、ちょっと細かいところに

何か誤記だとか、 

3:01:59 がまだあるので、 

3:02:03 何ていうんでしょう、1回見たら大丈夫だと思うんですけど、 

3:02:09 本当に、 

3:02:10 今のチェック体制で、 

3:02:12 大丈夫ですかって思いません。今のこの資料が出てきている状況で、 

3:02:20 どうですか。 

3:02:24 はい。北海道電力石川でございます。今のチェック体制で、一生懸命や

ってるつもりですけどもこういうものが出てきてるって事実ありますの

で、また、今のままでいいというふうには思いませんので、またチェッ

クの体制、やり方、 

3:02:37 もうチェックの対策に 13 年やってきてはいるんですけども、ちょっと

やり方も含めて考えていきたいと思います。申し訳ございません。 

3:02:46 何か。 

3:02:48 規制庁が基本的なずっと何かこれを同じような、数ヶ月やってても出て

きちゃうっていうところデータ、 

3:02:56 わかるんですけど、何ていうんでしょう。うん。我々も、 

3:03:00 いろんな文章作ってて、 

3:03:02 理解は、 

3:03:03 するんですが、可能な限り減らす方向でちょっと努力をしていただけれ

ばと思いますと、あれはあんまり 

3:03:12 我々、 

3:03:14 チェッカーとか誤記チェッカーじゃないので、そこだけはちょっと、 

3:03:19 注意していただければと思います。 

3:03:22 その他いかがでしょうか審査官。 

3:03:28 規制庁片桐です当間保護記載なんですけど 45－1ページお願いします。 

3:03:38 一番下のところにタービン動の補助給水ポンプが電源なくて起動できな

いっていう後に、かつ中央制御室から、 

3:03:48 起動できない場合っていう記載になってて、 
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3:03:51 女川見る等、高圧炉心スプレイ系とＲＣＩＣが電源なくて起動できない

かつ、Ｈパックが中央生業室から起動できない場合っていう記載になっ

てて、 

3:04:06 何かもうそもそも電源なくて起動できないというので言ってるのに中央

制御室からの操作により起動できないよ、何か活でつなぐのがちょっと

何か、 

3:04:16 違和感があるなと思うんですけど、そこはいかがでしょうか。 

3:04:26 はい。ここは井戸田口です。 

3:04:28 おっしゃってる意図は理解いたします。 

3:04:34 ここの場合だと女川の方でも想定してるのは動かないという、 

3:04:40 電源がなくて動かないということを想定してると理解してるんですが、 

3:04:53 はい、北海道電力橘田新居です。 

3:05:00 ちょっと、 

3:05:01 構文を、 

3:05:03 真似し過ぎた。 

3:05:06 かもしれません。 

3:05:10 今宿流電源の機能喪失、1個目の機能喪失により、 

3:05:19 中央制御室から起動できない場合、みたいな感じで二つの要素を一つ

に、 

3:05:25 するのも良いかと今思いましたが、 

3:05:29 いかがでしょう。 

3:05:30 規制庁片桐でそんなイメージですなんか、もうそもそも電源なくてはい

けないね良い会長養成事業 2日だけどできないって。 

3:05:38 書かなくてもいいかなっていうような気がしたのでちょっとそこは、整

理してみてください。 

3:05:44 はい。 

3:05:47 はい。承知いたしました。 

3:05:51 で、規制庁から一声、これちょっと 45－3 ページなんですけど、 

3:05:56 何か一次系のフィードアンドブリードっていう説明があってその後ろっ

て何かその一次系の略してフィードアンドブリードだけになってこれ先

行も一緒なんですけど、 

3:06:10 ここって何か意識して書き分けてるんでしょうか。 

3:06:17 北海道電力、内谷でございます。設営設備 5、45 条としては一次冷却系

のフィードアンドブリードしか出てきませんけれども、 
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3:06:31 その自主対策設備までいくと、二次逆系のフィードアンドブリードって

いう手順もあったかと認識してございます。 

3:06:43 ですので、これは一次冷却系のフィードアンドブリードっていう、手段

の名称でありますけれども、 

3:06:53 ここでただ単にフィードアンドブリードって言ってるのは、何ていうん

でしょう、水を入れてそれを外に出すっていう、 

3:07:00 行為。 

3:07:02 一般名称としてフィードアンドブリードというふうに、 

3:07:07 書いているというふうに理解して使っ 

3:07:11 ていたというのが、今の作りです。 

3:07:14 以上で赤木規制庁から一次系のってつく時は手順なり対策みあってフィ

ードアンドブリードって書いてる時はもうフィードアンドブリード運転

みたいな使い分けということでよろしいでしょうか。 

3:07:29 北海道電力の石谷です市谷井は、そういう理解で使っておりましたけれ

ども、技術的能力さんと、それだと、何かそういう使い方だとセットに

なるよっていうんであればちょっと、 

3:07:43 検討しますけども、 

3:07:45 ちょっと確認して正しい、正しい形にしていただければいいと思います

んでよろしくお願いします。 

3:07:54 で、規制庁ができて次 45－7 ページこれも記載だけなんですけど、一番

上のところに全厚電流動力で全交流動力電源が喪失しのところで、 

3:08:05 これ補助給水ポンプの運転に必要な女川のところは継続をグレーアウト

してあって、ただ最後の方は運転継続に必要なっていうふうに、また、

継続はこっちは、泊は取り込んでるっていうところなんか、 

3:08:21 ここ何か変えた理由ってあるんでしょうか。 

3:08:26 はい。北海道電力の田口です。 

3:08:29 ここの部分どうしようかちょっと考えて、この記載にしましたというの

は女川の方は、直流、 

3:08:37 全銀 

3:08:39 等、蒸気駆動のポンプを使っていますので、 

3:08:43 そのポンプと交流駆動の我々モーターもあれば終わりっていうもので、

起動または運転継続っていう言い方が本当にいいのかと。 

3:08:51 いうところですので、我々の方は交流モーターなのでただ運転に必要な

電源が来ればいい、そのあと運転継続できるというところを同じ考えで

すというので今の表現にしてます。 
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3:09:01 規制庁岡崎座了解しました。 

3:09:05 ちょっと次 45－18 ページお願いします。 

3:09:13 これも記載だけなんですけど一番上のところの高圧注入ポンプ云々のく

だりで、 

3:09:19 環境条件を考慮した設計とＣで区切って、また、このんね取ピットは設

計とするって書いてて、 

3:09:27 何かここら辺の記載って全部文章を分けてるような気がするので、 

3:09:34 ＯＫとスルーで切ってもいいのかなと思うんですけど、そこはいかがで

しょうか。 

3:09:42 はい。北海道電力田口です。 

3:09:45 はい、おっしゃる通り分けてもいいかなというのは、はいそう思いま

す。 

3:09:51 なんですが、今書いているのは一番最初の段落で言いたいのは、それぞ

れの設置場所の環境条件を考慮しますということをまとめて、一段落で

表現したかった。ただ、いろんな建屋にあるので分けざるをえなかった

というのが実態です。これを 2段落に分けて、 

3:10:05 でも意味として一緒なんですけれども、 

3:10:09 どうかな、ちょっと考えたいと思いますが、規制庁から飯沼ほかのとこ

ろの記載もあると思うんで、そこを確認して適正化いただければと思い

ます。私からは以上です。 

3:10:24 規制庁長屋です。ちょっと私からもちょっと 

3:10:28 その文章の記載とあと図面のところを先に行った方がいいかなと思うん

で、 

3:10:35 すいません、図の大きい方がいいのでまとめ資料の方で、図とか文字が

大きいのですみません。 

3:10:42 45 の 

3:10:45 19 ページ。 

3:10:51 これって何ていうか 

3:10:54 図のタイトル第 5、5－4－1 図っていうのは横書きで、それで図面がＡ4

の横に、 

3:11:02 してみるんですけど、その横にしてみるとここのタイトルがわからない

ので、この図の下にね、その第 5－4－1図っていうこのあれを 

3:11:12 移動していただけるようにしていただけないでしょうか。ちょっと何回

もみあったり左やったり確認したりするってちょっと面倒なんですけ

ど。 
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3:11:22 できればそうしていただくとちょっと見やすくなると思うんですけれど

も。 

3:11:27 はい、北海道電力田口です。 

3:11:30 江藤。はい。おっしゃってることは、はい。わかります。わかります。 

3:11:36 実際後ろの方の系統図で菊川のものとかを引っ張ってきている、最後の

45－28 ページみたいなところのイメージということでおっしゃってま

す。 

3:11:45 この縦型の家通に横の系統図を張ってというこのスタイルで実は新規制

のものは全部この形で準備しているのが今実態ですので、 

3:11:55 はいそちらの方が、規制庁の那須わかりました。 

3:12:00 最低限の要件を満たしているので、ベター面との話と理解融資はしまし

たので、はい。 

3:12:09 で、これから何か新しく作るようなものは、そういうもので、何かでき

ましたら、 

3:12:16 そちらの見やすいような工夫はしていただければと思います。それで、

ちょっと今度、文字んなんていう書き方の話でちょっと今、 

3:12:27 何回かやりとりがあって、ダブるところもあるかと思うんですけどもう

一度ちょっと私の方からもコメントしたいと思うんですけどまとめ資料

の方の 45の 2 ページのところなんですけど、 

3:12:43 ここの一次冷却系の（1）のローマ数字ちっちゃい（1）の二次冷却系の

フィードアンドブリードによる発電用原子炉の冷却っていうところの、 

3:12:54 この文章なんですけどここ、かなり 

3:12:58 長く 

3:13:01 書かれて私の理解は、フィードアンドブリードっていうのは、最初 

3:13:08 高圧注入系ですが、高圧注入系の 

3:13:14 注入等、それから加圧器逃がし弁のフィードアンドブリードがセットに

なってて、 

3:13:21 その注入モードのときは、 

3:13:25 取り燃料取替用水ピット、 

3:13:28 注水してるんだけれども、 

3:13:31 それがある期間、 

3:13:35 フィードアンドブリードの 

3:13:37 加圧器逃し弁からで下のタンクが壊れ、壊れて破裂するのか 

3:13:43 あと、その他、サンプの方に柿木サンプの方へ水がたまるんで、 

3:13:47 で、 
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3:13:49 コア注水系の再循環運転モードに切り替わると。 

3:13:54 で、それを、そのあとずっとその最新コア注入の再循環モードで減圧し

ていって、 

3:14:01 その 

3:14:02 そのあとに、177 度ですかね 3キロ弱、30 キロ弱ぐらいのところで、そ

の余熱除去系に、 

3:14:12 切り換え切り換えて、冷却を引き渡して 

3:14:19 安全停止に持っていくっていうふうに理解してるんですけど。 

3:14:23 それはそういう理解でよろしいですか。 

3:14:27 工藤電力田口です。今使用方法に関するところは、ちょっと記載場所が

適切かどうかはあるんですけれども、 

3:14:38 一応書いているところがあります。流れとしては最終的に余熱除去では

なくて最終的にどう色なかったら、 

3:14:46 高圧再循環、 

3:14:48 というような順番になっています。 

3:14:51 規制庁の綾部さん。45－2 ページの一番最後の方に再循環の話がまた、 

3:14:59 出てくるんで、そのＢだべろの場合って何て言うんすかね 

3:15:04 まさにちゅ 

3:15:05 注入してその再循環して冷やして、その遮断というか停止冷却モードに

行って、冷温停止っていう形で、また元に 

3:15:15 何て言いますか、ＥＣＣＳの再循環ってをやらなくて、 

3:15:19 何キロ炉圧で何キロ以下になればもうそのままその停止冷却でずっと下

げていくっていう運転してるんで、その 

3:15:27 ここのところ、事実関係だけ事実関係で挙げてＰＷＲそういうプラクテ

ィスだっていうんだったらあれなんですけど、最終的に余熱状況で冷却

した後にさらに、 

3:15:38 最終的には 

3:15:40 また暑う再循環という形で除熱できるということだと思うんですけど。 

3:15:45 に持ってくっていうのが普通の手順なんでしょうか。 

3:15:52 北海道田口です。普通の手順ではなくて、ＲＨＲが使えるんであればそ

こで終わりです。 

3:16:00 あれっていうのも使えない場合に、どうほっとくわけにいかないので、

高圧再循環でフィードアンドブリードを継続するというのが新しいＳＡ

の対策として立てたものです。 
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3:16:10 これらのものがいっぱい設備が重なって書かれてしまっているんですけ

れども、それぞれが何て言うんすかね。普通の運転のときに、事故時で

もＤＢの事故でもいいんですけどその時に移行するような条件とちょっ

とフィードアンドブリード使う時の、 

3:16:26 移行していく条件の取り方が違っているので、 

3:16:31 フィードアンドブリードと、ＲＨＲ運転と高圧再循環みたいな分け方が

ちょっとできなかったので、一連のものでフィードアンドブリードとい

うことで我々はとることにするのでちょっと設備数が多くなって、 

3:16:42 います。 

3:16:43 わかりづらいという印象です。この 45－2 ページを親権者にずっと読ん

でいくと、何ていうんすかね米津 

3:16:53 停止時の除熱ができない時にはまた、高圧再循環に戻るとかっていうの

はちょっと読みきれなくて、普通の一般、一般的に考えると、 

3:17:04 高圧注入で、減圧減をした後は、まずは 

3:17:10 何ていうんすかね。停止冷却に持っていってそこで、基本的な流れとし

ては、あって、ただしなぜ今おっしゃったように 

3:17:21 停止時の冷却ができてきて市余熱除去設備は使わないときはまた、再循

環に戻るとかっていう話が明確に読みトレイないんですけども、 

3:17:38 北海道田口です。ちょっと文章が長くなってわかりづらいというのは、 

3:17:44 同意、 

3:17:45 なんですが、記載としましては、45－2ページのところで言うと、いっ

ぱい設備を書いてるところは構成設備をただ書いてるだけでして、 

3:17:56 その構成設備いっぱい書いた後に高圧注入ポンプによる河川が入った部

分。 

3:18:01 そこの部分からのフィードアンドブリードの使い方で今おっしゃってい

ただいたように、 

3:18:06 きちんとまずは、 

3:18:08 冷却しますと、フィードアンドブリードでというところで、継続できる

設計とするという。 

3:18:14 黄色いＯＢが入っているところのあたりまでで 1回切れます。 

3:18:18 その後ろにまたと入っているところからが、フィードアンドブリードや

った後に、 

3:18:24 余熱除去運転で低温停止状態にできる設計にまずしますと。 

3:18:28 いうことでそれが取れればそこで終わりなんですけれども、 

3:18:32 さらに、 
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3:18:33 駄目だったときには格納容器の再循環サンプに水がたまっているのでそ

れを使ってフィーダレベルができる設計にしますという、こういう設計

にしますこういう設計にしますということをここでは書いていて、実際

の手順とか、 

3:18:45 移行条件みたいなところは、 

3:18:48 技術的能力側の手順の方できちっと整備されているという、 

3:18:52 考えです。規制庁の相澤考え方はわかったんですけどなんか読んでて、

そのあとの、何ていうかね 

3:19:02 何となくこれって、これとね、 

3:19:05 このページでいくと 45の、 

3:19:08 19、45 の 19 ページから 

3:19:13 図面があって、最初にこの順番で言って、私もこの図を見てから思った

んですけど、 

3:19:21 19 ページに一次系冷却系のフィードアンドブリードの図があって、高圧

注入ポンプの注水の絵があって、 

3:19:31 20 ページはその二次がだからちょっと飛ばして 45－21 ページのところ

に、ここで余熱除去系に繋い繋がっても減圧。 

3:19:41 減をした後、もうこれになってるんだなっていう。 

3:19:46 図があって、 

3:19:48 それからあれですかね。 

3:19:52 45－23 ページですかね。高圧の再循環がまたあってっていう形で、 

3:20:01 今の 

3:20:03 今ご説明いただいたところの話と、ちょっとここの 

3:20:10 何て言うんすか、図のシーケンシャルにこう読んでいった時 2フィード

アンドブリードっていうのとそのせ、正常に終わったやつと、それから

終わらなくて高圧再循環にもう 1回戻ったやつってのが 

3:20:23 順番に出てきてですね、ちょっとなんかリンケージがもう一つ悪いのか

なっていうふうに思った次第で、今の質問したんですけれども。 

3:20:36 井戸田口です。おっしゃってる意味わかりました 

3:20:40 まず系統図が－45－19 ページから示している内容が一次系のフィードア

ンドブリードか。 

3:20:46 単発で終わって、そのあとにＲＨＲによる余熱除去運転等、 

3:20:51 高圧再循環のフィードアンドブリード運転みたいのが、 

3:20:55 分かれて書かれていると。 
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3:20:57 確かにひとまとめにしてフィードアンドブリードですと今ご説明をして

いますので、これが 1まとまりの流れであるという、だから 1時閉＆ブ

リードその 1その 2その差みたいな形のタイトルをつけて、 

3:21:10 流れがわかるような形にはしようかと今思いました。 

3:21:16 記事の流れですそれとあわせてやっぱりもう少し何か、そんなに大きな

手を入れる必要はないんですけど 

3:21:25 45－2 ページ目の方も、何か、 

3:21:29 もう少しこう、 

3:21:31 書いてる内容が悪いと言ってるわけじゃないですけど、すごく御説明聞

かないとわかりにくいかなっていうのはちょっと。 

3:21:38 あれなんで、見直しが可能であったらこのちょっと見直しいただければ

なと思います。 

3:21:45 田口です。検討いたします。 

3:21:48 規制庁の流れそれとあとちょっと文章のところで 

3:21:52 また議論になって恐縮なんですけど、45－2 ページのところの、 

3:21:57 今の一次系のフィードアンドブリードのところの 

3:22:01 真ん中辺りですかねアンダーライン引いてる。 

3:22:04 高圧注入ポンプにより、燃料取替用水ピットの水を、 

3:22:10 高圧注入系により原子炉容器へホウ酸水を注水しって書いてるんですけ

ど、これって、 

3:22:18 そのビットの話を書かれてるんですけど。 

3:22:20 要は燃料取替用水ピットは水、デビットのところのホウ酸タンクがある

んで、そこを経由してっていう意味だと思うんですけど、 

3:22:30 これが 

3:22:31 水とね、燃料取りかえＦＩＴ水とホウ酸水を注水っていうのはちょっと

文書でこれ読めないと思うんで、 

3:22:40 そこはちょっと工夫していただければなと思うんですけども。 

3:22:46 はい。北海道田口ちいです。 

3:22:50 ここうの辺りは、 

3:22:53 小野側の構文をかなり、 

3:22:55 意識して書き換えたところですので、ただ、水とホウ酸水が出てきてど

っちなんだみたいな感じにもなってます。ただ、女川の方で書いてる標

準パターンであれば、 

3:23:07 燃取ピットの水を高圧注入系によりじゃなくて高圧注入系にて原子炉容

器へ注水しというような表現が標準的だと思いますので、 
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3:23:17 ちょっと考えて直したいと思います。規制庁永井です基本的にはホウ酸

水を注水するのが多分これは 

3:23:26 この 

3:23:27 時点ではもう目的じゃないんで水を注水するってことですよね。 

3:23:36 鈴木規制庁ながらですそれからですね 

3:23:40 次の 45－3 ページの方に行っていただいて、 

3:23:45 その上の方の半分のところやろ。 

3:23:48 その他設備っていうところで蓄圧注入系の蓄圧タンクっていうのが登場

してるんですけど、 

3:23:55 フィードアンドＢどう、高圧注入系注水系で 

3:24:02 一次系にこうや、減圧数減をしていくときにその 

3:24:08 蓄圧注入、 

3:24:10 関空が作動して、おそらくその 40キロぐらいで作動して、そのあと 

3:24:17 地下注入系の 

3:24:21 弁を閉じると思うんですけど、あと、停止冷却系のやつは、戻り側の、 

3:24:27 蓄圧注入ラインのところ、閉じた等で使ってたと思うんで、絵で見る

と、 

3:24:34 このフィードアンドブリードの中にはその蓄圧注入系っていうのはその

何ていうかね、多分、現象的には作動して、何らかの効果はあるんだけ

れども、 

3:24:46 その明示的に 

3:24:48 フィード＆ラインの一員としては登場しない。 

3:24:52 ということなんでしょうか。 

3:24:55 はい。北海道の田口です。今お話いただいたような考え方でここには設

計基準拡張として今整理をかけています。 

3:25:04 ただ、実際のところいうとこれをすべて設計基準拡張と呼んでいいのか

っていうところはまだちょっと内部では議論が続いてまして、 

3:25:13 最終的には、 

3:25:15 どう書くかっていうのあるんですけれども、今お話いただいたような内

容を、 

3:25:20 今、今ですね文章が長いとは言われているんですけれども、上の方の中

で、減圧過程においてって今おっしゃられたようなことを記載するとい

う案も実はあります。 

3:25:30 で、その場合には、ただそこに書いた上で、 
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3:25:33 設計基準拡張とするとか、主要な設備として蓄圧タンクとか曲げるのか

みたいな。 

3:25:39 とにかく能動的に動かすというよりは、 

3:25:43 自動的に入ってくるだけのものなので、 

3:25:45 この 

3:25:46 設備を使わないとも言えない。これをどうかこうかというのはちょっと

まだ、3段に余ってるところですけれども 

3:25:53 現状と、 

3:25:54 我々が良いとしていることはご理解いただいてる通りです。規制庁ない

ですわかりました 

3:26:02 あんまり保守的な話じゃないんで、1000 個。 

3:26:06 戦後との比較分もあるんで、とりあえずそういう取り扱いかなとは思っ

てますので、 

3:26:13 また今後たい、何か機会があればということで結構です。 

3:26:17 それから 

3:26:18 同じくこの 45－3 ページのところでね、 

3:26:21 今度別の話なんですけど 

3:26:25 下の方の半分ぐらいの山の中で 

3:26:33 蒸気加減弁の操作並びにとか、あんなライン引いてる、真ん中あたりな

んですけど、入力によるタービン動、 

3:26:40 補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁の操作により起動し、 

3:26:46 蒸気タービン駆動ポンプによる補助給水ピットの水、蒸気発生器へ 

3:26:51 給水及び主蒸気逃がし弁を入力で開操作することでって書いてるんです

けど、 

3:26:58 この行為ってずっと前から続くんですけど、注水するっていうところ

で、一つは、 

3:27:05 てるんで、それで、 

3:27:07 及びって主語がもう全然違っててここは周期主蒸気逃がし弁を使って、

減数ウェア除熱するっていうことなんで、ここで聞いた方がいいんじゃ

ないかと前段で注水する。 

3:27:20 にして、またとかっていう話でその主語が違うので、 

3:27:26 ずっと同じ 

3:27:28 タービン動補助給水ポンプが全部やるわけではないんで、 

3:27:32 永石っていうことなんですけど、 
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3:27:36 北海道田口です。はい。こちらも長いというところは重々認識してこう

書いてきてました。 

3:27:43 というのも、この文章の結びで何を書きたいかというと、アンダーライ

ン引いているところの、なおの前ですね。 

3:27:52 今日は冷却を継続できる設計とするということを書きたいんですけれど

も、 

3:27:56 注水だけとか、蒸気放出だけでは当然成立しないので、両方を行った上

で、 

3:28:04 冷却できるという文章を書きたいがために、おっしゃってることはわか

ります。二つのことをつなげて、この二つで、 

3:28:13 冷却してるんだよということを書いたら長くなったという、 

3:28:17 規制庁ないそうすると注水するとともにとかっていう、その 

3:28:22 書き書きぶりとしてはその注水っていう及びって書い書いちゃうと、何

かそこで切れちゃうんですけど、 

3:28:30 何か 

3:28:32 私は昔でもいいかなと思ったんですけど、おっしゃる趣旨でいくと、 

3:28:37 注水するとともにっていうことで、 

3:28:40 ここで前の話と、 

3:28:43 後段の話は変わるのかなっていうぐらいのイメージにはなるんじゃない

かと思うんで、ちょっと 

3:28:50 ちょっと書き方これこれでいいかどうかってわからないですけどちょっ

ともう少しセットしていただけますか。はい。北海道電力田口です。お

っしゃったように理解いたしました。検討いたします。 

3:29:01 安芸社長の話よろしくお願いします。それから 

3:29:06 その並びでですね主蒸気逃がし弁を人力で、 

3:29:11 開操作するっていうところを書いてるんですけど、これよく出てくるワ

ーディングなんですけど、三行ぐらい 4行ぐらい下でなお、 

3:29:20 なお書きの通り人力による措置は容易に行う設計とするって書いてるん

ですけど、 

3:29:25 この 

3:29:26 人力の操作っていうのが、そのＳＧ、主蒸気逃がし弁でしたっけ使用逃

がし弁の指導で、 

3:29:36 開放してハンドルをまわして開放するっていうのと、 

3:29:40 タービンの補助給水ポンプを、 

3:29:43 工具を使って 
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3:29:45 動かすっていう話だと思うんですけど。 

3:29:47 うちも人事キーワその現場でっていう、 

3:29:53 作業ですよね。だから、その設計上もその 

3:29:56 現場でそういう操作ができるっていう設計なり操作なりっていうことな

んで、必ず人力でっていうところの前に、 

3:30:07 その元人力で現場で改装させるとかその、 

3:30:12 人力と要は現場っていうのが、 

3:30:15 もうセットで進められた方がいいんじゃないかと思うんすよねだから 

3:30:18 人に聞いによるっていうのは必ず現場でやるから、それを、何か人力っ

ていうのは単独でつけられたりして 

3:30:28 物によってはその現場での人力の何とかっていうのが書かれてってそれ

が混乱してるので、統一的に 

3:30:36 現場と人力をこう間つけるように全体で 

3:30:40 見直していただければと思うんですけれども、 

3:30:43 相田電力田口です。おっしゃってること、はい、そうです。 

3:30:49 現場でのってついてるようなところ使い方を実際に示しているところっ

ていうのは、 

3:30:54 現場で人力で動かすんですといったような表現を使って、ちょっと完璧

かどうかわかんないすぎると思っています。このなお書きで書いている

ところっていうのはこれ、基準適合の設計方針として、 

3:31:06 基本は可搬型をもって、 

3:31:09 準備しなさいって言ってる中で、 

3:31:11 除外の規定として、人力による措置が容易に行える場合を除くと書いて

いるので、それにて該当してますということを宣言している。 

3:31:20 部分だから可搬型の設備を持って、 

3:31:23 準備してないんですよということを意図するために書いてる中取ってつ

けたような設計方針になってるんですけど、それは基準として求められ

てることが人力で十分なんですだから、最も 

3:31:34 過半は設置しませんと。 

3:31:36 いうことの宣言の意図で書いている部分です。ただ、おっしゃったよう

にここで、現場でのというのを頭につけたら何か変わるかと言われれ

ば、変わらないので、 

3:31:47 ちょっと全体的に見て現場でのが抜けているようなところがあれば、検

討したいと思います。社長の話はおそらく 

3:31:54 人がその稼働元稼働元として 
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3:31:58 採用して、そこに行くっていう、大体の考え方なんで、やっぱり現場っ

てあった方がほぼなんか座りがいいのかなという、それだけの話ですけ

ど。 

3:32:09 はい。 

3:32:13 それからもう一つなんですけれども、 

3:32:17 次の 45－4 ページなんですけれども、 

3:32:22 ここの括弧のローマ数字の小さいほうの 2の、蒸気発生器二次側からの

除熱により発発電用原子炉の冷却、 

3:32:33 括弧、代替交流電源設備による、 

3:32:36 電動補助給水ポンプの給電のところで、多分この 

3:32:41 代替交流電源設備、代替交流電源設備っていうのがそのがガイドとか、

その基準のことバー。 

3:32:48 なんだと思うんですけど、その 

3:32:50 皆さんの設備自体は常設代替。 

3:32:54 常設代替交流電源設備っていうのが、その正式名だと思うんですよね。

で、 

3:33:00 この、この二つの基準、基準とかの代替交流電源設備っていう使い方と 

3:33:10 実際の泊さんの設置されている、常設でついてる言葉が 

3:33:18 かぶっかぶってですね 

3:33:20 わかりにくいと聞いが、 

3:33:23 あるんですよね。 

3:33:25 で、 

3:33:27 そうなんですよ。だからそのそいつは 

3:33:31 嘘そういう理解で一応読んではいるんですけど 

3:33:36 何となく 

3:33:38 読む人は、 

3:33:40 必ず、読みにくいかなというふうに思いましたということだけです。 

3:33:46 特に直すとかそういう話じゃないんで、 

3:33:53 それから 

3:33:56 あと最後なんですけれども、45－4 ページの下の方の半分のところでで

すね、 

3:34:07 とアンダーラインが引いてるところの下から 2行目ぐらい、蒸気発生器

二次側からの除熱のために起動した補助給水ポンプの作動状況を確認で

きる設計とするとしてるんですけど、 

3:34:19 ここの補助給水ポンプっていうのが、 
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3:34:22 電動なのか、タービン動なのか、おそらく両方ではないかと思うんです

けど、他のやつは何もしてきたんですけど、電動とかタービン動をはっ

きり 

3:34:34 させようよっていう話をしたと思うんですけど。 

3:34:37 ここは 

3:34:39 その間Ｃなんで、その両方っていうふうに、 

3:34:43 とらえてるんですけどそれは、 

3:34:44 いう。 

3:34:46 よろしいですか。 

3:34:49 須藤電力田口ですはい。電動とタービン動の両方を指して補助給水ポン

プの作動状況と、 

3:34:55 表現してます。 

3:34:56 これも何て言うんすかね 

3:35:01 監修慣習とするのか、その 

3:35:04 何て言うんすかね。電動及びタービン動補助給水ポンプみたいにするの

が、 

3:35:10 いいのかっていうのはちょっとあの真面目な、何とも言えないんですけ

ど、わかってる人はそういう使い方をしてるんだっていうのもあるかも

しれないんですけど、ちょっと、 

3:35:20 個人的にはその電動及びタービン動って書いた方が、 

3:35:24 わかりやすいかなというのはちょっと。 

3:35:28 言っときます。 

3:35:30 私は以上です。 

3:35:44 規制庁秋本ですそれでは、その他、こちらからはありませんので、北海

道電力からの説明は以上でよろしいですか。 

3:35:56 何か補足はありますか。 

3:35:58 言っておきたいことを聞いておきたいことありますか。 

3:36:06 はい。北海道電力から特にないんですけども、本店側から何か、あと泊

から何かありますか。 

3:36:15 石谷神原からはございません。 

3:36:17 はい。内谷さんも何かありますか。 

3:36:23 ございません。 

3:36:26 はい。 

3:36:27 ではありませんので、 
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3:36:30 規制庁アキモトですそれでは本日のヒアリングを終了いたします。お疲

れ様でした。 

 


